
① 平成17年の我が国の出生数は死亡数を下回っ

た｡ 合計特殊出生率は1.25と過去最低となり､

人口減少に伴う将来の成長率の低下の問題を

背景に､ 外国人労働者の受け入れ論議が再燃

している｡

② 厚生労働省の推計によると､ 平成16年の外

国人労働者総数は79万8730人である｡ うち合

法就労者は59万1431人であり､ ｢不法就労者｣

は､ 不法残留者20万7299人と相当数の資格外

就労者及び不法入国者等からなる｡ 合法就労

者のうち､ ｢就労目的外国人｣ は19万2124人､

日系人は23万1393人､ 留学生・就学生は10万

6406人､ 技能実習生等は６万1508人である｡

外国人登録者数は､ 平成17年末現在では201

万1555人となっている｡

③ 雇用状況をみると､ 製造業では中南米の定

住者の生産工程作業員､ 卸売・小売業や飲食

店､ 宿泊業では､ 東アジアの留学生・就学生

の販売・調理・給仕・接客員が特徴的である｡

④ 平成18年１月１日現在の不法残留者数は19

万3745人である｡ 韓国人やタイ人は短期滞在､

中国人は留学や就学､ フィリピン人は興業の

在留資格での不法残留が多い｡

⑤ 我が国では､ ｢難民の地位に関する条約｣

の批准以降､ 国内法の国籍要件撤廃等の整備

を行なうなど､ 適法に滞在する外国人に対し

ては､ 内外人平等の原則に立って､ 日本人と

同様の社会保障を適用している｡ しかし､ 医

療保険の適用を希望しても年金には加入した

くない外国人もいる｡ 生活保護法には国籍条

項があり､ 外国人への適用は未整備である｡

また､ 年金保険料の二重負担や掛け捨て等の

問題に対処するため､ 二国間の公的年金制度

等に関する適用調整や年金の受給権の取得を

目的とした期間通算を内容とする年金通算協

定(社会保障協定)が７か国と締結されている｡

⑥ 近年､ 関係機関や団体､ 学識経験者等から

外国人労働者の受け入れに関する各種報告・

提言等が発表されている｡ ｢外国人雇用法｣

の制定､ 転出の届出制､ 外国人対象の医療保

険制度の創設､ ｢外国人庁｣ の設置､ ｢外国人

雇用税｣ 等の検討が要望されている｡

⑦ 専門的､ 技術的分野の外国人労働者につい

ては､ 在留期間の延長や就労制限の緩和､ ま

た､ 高度な人材の定住促進に向け ｢日本版グ

リーンカード｣ の創設を求める意見がある｡

⑧ 日系人には､ 在留資格の更新に日本語能力､

子弟の就学状況を含む生活能力､ 社会保険へ

の加入を条件とすることも必要とされる｡

⑨ 優秀な留学生の日本企業への就職促進やイ

ンターン制度の充実も求められている｡

⑩ 研修生・技能実習生については､ 制度を見

直し､ 日本語能力を要件に新たな雇用契約を

締結して､ 受け入れるべきとの意見もある｡

⑪ 不法滞在者数は漸減傾向にあるが､ 短期査

証での入国者は多い｡ そのため､ 入国審査の

厳格化と違反者の摘発強化が求められている｡

⑫ 少子高齢化に伴う将来の労働力不足に対応

するためには､ 女性､ 高齢者､ 中高年失業者､

障害者､ フリーター・ニート等の若年者の活

用を図ることが最良ではあるが､ 外国人労働

者の活用も避けられない｡
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はじめに

厚生労働省の ｢平成17年 人口動態統計 (確

定数) の概況｣ によると､ 出生数は106万2530

人､ 死亡数108万3796人と､ 出生数が死亡数を

下回り､ 人口が自然減に転じた｡ また､ 平成17

(2005) 年の合計特殊出生率は1.25 (平成16 (2004)

年は1.29) と過去最低となった｡(1) 人口減少に

伴う将来の成長率の低下の問題を背景に､ 外国

人労働者の受け入れ論議が再度浮上している｡

我が国では､ 昭和50年代後半には日本経済の急

成長を背景に､ フィリピンやブラジルからの出

稼ぎが急増し､ 昭和60年代にはバングラデシュ

やイラン等からも来日するようになった｡ この

ような状況において､ 昭和63 (1988) 年に策定
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された第６次雇用対策基本計画では､ ｢国際化

の進展と外国人労働者問題への対応｣ の項を新

設し､ ｢専門､ 技術的な能力や外国人ならでは

の能力に着目した人材の登用は､ 我が国経済社

会の活性化､ 国際化に資するものであるので､

受入れの範囲や基準を明確にしつつ､ 可能な限

り受け入れる方向で対処する｣ と雇用対策基本

計画では初めて受け入れ拡大に転換した｡ 但し､

｢いわゆる単純労働者の受入れについては､ 諸

外国の経験や労働市場を始めとする我が国の経

済や社会に及ぼす影響等にもかんがみ､ 十分慎

重に検討する｣ という方針を提起した｡(2) これ

に基づき平成元 (1989) 年に ｢出入国管理及び

難民認定法｣ (昭和26年10月４日政令第319号) が

改正された｡ 1990年代後半に入ると､ 少子・高

齢化への危惧､ 労働力不足への対応､ 国際競争

力の強化等の観点から外国人労働者受け入れ問

題が論議されるようになった｡ また､ 自由貿易

協定 (FTA) や経済連携協定 (EPA) の２国間交

渉においては､ 特に看護・介護分野の外国人労

働者の受け入れ問題が議題とされるようになっ

た｡(3)

Ⅰ 我が国における外国人労働者の受け

入れの状況

１ 我が国で就労する外国人

厚生労働省の推計によると､ 平成16年の外国

人労働者総数は79万8730人である｡ 労働力人口

(6642万人) に占める割合は1.2％､ 雇用者総数

(5355万人) に占める割合は1.5％である｡ 平成

２(1990) 年に26万人余であった外国人労働者

数は､ 平成４(1992) 年に58万人を越え､ 平成

７(1995) 年及び平成11 (1999) 年に若干減少し

たものの､ 着実に増加し続け､ 平成12 (2000)

年には70万人台となり､ 平成16年に80万人弱と

なっている｡(以下､ 表１参照)

外国人労働者は､ 合法就労者といわゆる ｢不

法就労者｣ に分けられる｡ 平成16年の合法就労

者は59万1431人 (74.0％)であり､ ｢不法就労者｣

は､ 不法残留者20万7299人 (26.9％) と相当数

の資格外就労者及び不法入国者等からなる｡ 合

法就労外国人は､ 平成２年に15万3981人であっ

たが､ 平成４年には28万8602人に激増し､ 平成

５(1993) 年には30万人台となった｡ 平成７年

に若干減少したものの､ その後も増加を続け､

平成11年には40万人台､ 平成13 (2001) 年には

50万人台となり､ 平成16年には60万人弱に増加

している｡

① 専門的､ 技術的分野の外国人労働者の動

向

合法就労者のうち､ 特定の在留資格に基づき

その範囲内で就労している ｢就労目的外国人｣

(大学教授､ 芸術家､ 企業経営者､ 研究者等14カテ

ゴリーの専門的､ 技術的分野の外国人労働者) は､

平成２年の６万7983人から増加を続け､ 平成６

(1994) 年に10万人台となった｡ 平成７年に一

度減少したが再度増加し､ 平成12年に15万人を

越え､ 平成16年には19万2124人に達した｡ その

中で ｢興業｣ (エンターティナー) は､ 平成16年

には６万4742人と最も多かった (但し､ 平成17

年には出入国管理及び難民認定法改正の影響により

３万6376人に減少)｡ 次いで多いのは､ ｢人文知

識・国際業務｣ の４万7682人 (平成17年には５万

5276人に増加)､ ｢技術｣ の２万3210人 (平成17年

には２万9044人に増加) である｡ 政府はこの分野
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� 厚生労働省 ｢平成17年 人口動態統計 (確定数)の概況｣

＜http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/kakutei05/index.html＞

� ｢第六次雇用対策基本計画 昭六三・六・三 雇用審議会｣ 『労働法律旬報』 No.1196, 1988.7.25, pp.57-58.

� 少子高齢化と外国人労働者の関係については､ 井田敦彦 ｢少子高齢化と外国人労働者｣ 『総合調査報告書 少子

化・高齢化とその対策』 (調査資料 2004－2) 国立国会図書館調査及び立法考査局, 2005.2, pp.242-251.を参照さ

れたい｡ また､ 看護・介護分野の外国人労働者の受け入れ問題については､ 山崎�志 ｢看護・介護分野における

外国人労働者の受け入れ問題｣ 『レファレンス』 No.661, 2006.2, pp.4-24.を参照されたい｡
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表
１

就
労
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国
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推
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)
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２
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年
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年
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労
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人
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的
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野
)
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授
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1,
82
4
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5

3,
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2
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7
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57
3
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5,
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4
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9
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4
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6
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1
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7

8,
15
3
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画
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著
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等
)

56
0
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6
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0
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2
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6
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7
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4
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4,
91
0
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2
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6
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8

4,
73
2
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8
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国
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道
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者
・
写
真
家
等
)
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2
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2
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3
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9
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2
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4
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3
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1
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9
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8
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4
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2
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営
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資
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者
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7
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9
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9
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5
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2

5,
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0
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4

5,
90
6
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6
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5

6,
39
6
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3
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士
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療
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7
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4
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4
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0
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7
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私
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研
究
者
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5
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8
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7
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7
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1
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9
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2
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2
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6
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1
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0
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8
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4
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9
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5
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2
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5
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4

7,
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9

7,
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1
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9

8,
37
5
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8

9,
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5

9,
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0
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3

9,
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9

技
術
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械
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学
､
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報
処
理
技
術
等
の
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者
)

3,
39
8

9,
19
5

9,
92
2
10
,1
19

9,
88
2
11
,0
52

12
,8
74

15
,2
42

15
,6
68
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,5
31
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,4
39
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17

20
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務
(通
訳
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ザ
イ
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､
私
企
業
の
語
学
教
師
等
)
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21
,8
63

23
,4
55

24
,7
44

25
,0
70

27
,3
77

29
,9
41

31
,2
85

31
,7
66

34
,7
39

40
,6
81

44
,4
96

44
,9
43

47
,6
82

55
,2
76

企
業
内
転
勤
(外
国
の
事
業
所
か
ら
の
転
勤
者
)

1,
48
8

5,
13
5

5,
71
8

5,
84
1

5,
90
1

5,
94
1

6,
37
2

6,
59
9

7,
37
7

8,
65
7

9,
91
3
10
,9
23

10
,6
05

10
,9
93

11
,9
77
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優
､
歌
手
､
ダ
ン
サ
ー
､
プ
ロ
ス
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ー
ツ
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等
)

21
,1
38

22
,7
50

28
,5
28

34
,8
19

15
,9
67

20
,1
03

22
,1
85

28
,8
71

32
,2
97
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,8
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,4
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,3
59

64
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指
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者
､
貴
金
属
の
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工
職
人
等
)

2,
97
2

5,
35
2

5,
91
3

6,
79
0

7,
35
7

8,
76
7

9,
60
8
10
,0
48

10
,4
59

11
,3
49

11
,9
27

12
,5
22

12
,5
83

13
,3
73

15
,1
12

小
計

67
,9
83

85
,5
17

95
,3
76
10
5,
61
6
87
,9
96

98
,3
01
10
7,
29
8
11
8,
99
6
12
5,
72
6
15
4,
74
8
16
8,
78
3
17
9,
63
9
18
5,
55
6
19
2,
12
4
18
0,
46
5

特
定
活
動
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交
官
等
の
家
事
使
用
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ワ
ー
キ
ン
グ
ホ
リ
デ
ー
及
び
技
能
実
習
生
等
)

3,
26
0

4,
55
8

5,
05
4

6,
41
8

6,
55
8

8,
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4
12
,1
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19
,6
34

23
,3
34

29
,7
49

37
,8
31

46
,4
45

53
,5
03

61
,5
08

ア
ル
バ
イ
ト
(資
格
外
活
動
：
本
来
の
在
留
資
格
活
動
を
阻
害
し
な
い
範
囲
の
就
労
許
可
)
10
,9
35

32
,5
92

39
,2
99

33
,4
99

32
,3
66

30
,1
02

32
,4
86

38
,0
03

46
,9
66

59
,4
35

65
,5
35

83
,3
40

98
,0
06
10
6,
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6

日
系
人
等
定
住
層
(厚
生
労
働
省
推
計
)

71
,8
03
16
5,
93
5
17
4,
90
4
18
1,
48
0
19
3,
74
8
21
1,
16
9
23
4,
12
6
22
0,
84
4
22
0,
45
8
23
3,
18
7
23
9,
74
4
23
3,
89
7
23
0,
86
6
23
1,
39
3

小
計

15
3,
98
1
28
8,
60
2
31
4,
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3
32
7,
01
3
32
0,
66
8
34
8,
19
6
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6,
05
4
39
7,
47
7
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6,
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4
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7,
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9
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1,
89
3
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3,
32
1
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7,
93
1
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1,
43
1
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法
就
労
不
法
残
留
者
数

10
6,
49
7
29
2,
79
1
29
6,
75
1
28
8,
09
2
28
4,
74
4
28
2,
98
6
27
6,
81
0
27
1,
04
8
25
1,
69
7
23
2,
12
1
22
4,
06
7
22
0,
55
2
21
9,
41
8
20
7,
29
9
19
3,
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5

資
格
外
就
労
・
不
法
入
国
等

相
当

数

合
計
(資
格
外
就
労
､
不
法
入
国
等
を
含
ま
な
い
数
)

26
0,
47
8
58
1,
39
3
61
1,
38
4
61
5,
10
5
60
5,
41
2
63
1,
18
2
66
2,
86
4
66
8,
52
5
66
8,
18
1
70
9,
24
0
73
5,
96
0
76
3,
87
3
78
7,
34
9
79
8,
73
0

(備
考
)
＊
平
成
３
(1
99
1)
年
に
つ
い
て
は
統
計
が
存
在
し
な
い
｡

＊
法
務
省
入
国
管
理
局
の
資
料
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も
と
づ
き
厚
生
労
働
省
が
推
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｡

＊
資
格
外
活
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数
は
１
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許
可
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数
｡
不
法
残
留
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翌
年
１
月
１
日
現
在
の
数
｡
そ
の
他
の
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は
､
年
末
現
在
の
数
｡
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の外国人労働者の受け入れを積極的に行なって

おり､ 今後も増加していくものと思われる｡

② 日系人､ 日本人の配偶者等の定住層の動

向

日系人は､ 従来､ 日系１世・２世に対しての

み在留資格が与えられていたが､ 平成元年の出

入国管理及び難民認定法の改正により､ 平成２

年６月から原則として日系３世まで (未成年・

未婚・被扶養者については４世まで) ｢定住者｣ と

しての身分に基づく在留資格が与えられるため､

国内での就労に制限はない｡ 日本への入国が容

易になった日系人等は､ 平成２年に７万1803人

であったが､ 平成４年には16万人を越え､ 平成

９(1997) 年に23万4126人と増加を続け､ 平成

10 (1998) 年､ 平成11年に景気低迷等により若

干減少したものの､ 平成13年には23万9744人と

最多を記録した｡ その後は23万人台を維持し､

平成16年には23万1393人となっている｡

就労に制限のない日系人労働者は､ 自動車関

連､ 電機関連､ 食料品､ 工作機械等の重要な担

い手となり､ 実態において単純労働に近い就労

をしている｡

なお､ 日系人には､ 社会保険への未加入､ 不

十分な日本語能力に起因する地域社会との摩擦

や､ 子弟の教育環境未整備の問題がある｡

③ 留学生・就学生等のアルバイトの動向

留学生には週28時間､ 就学生には１日４時間

の範囲内で資格外活動としてアルバイトを認め

られた者は､ 平成２年に１万935人であったが､

平成４年には３万人を越え､ その後３万人台を

維持していた｡ 平成11年に４万人を超えた後は

増加を続け､ 平成16年には10万6406人となって

いる｡ この増加は､ ｢留学生受け入れ10万人計

画｣ に基づいて､ 留学生を積極的に受け入れて

きたこと等によると考えられている｡

なお､ 急激な受け入れの拡大に伴い､ 不法就

労目的での入国や不法残留も増加している｡ ま

た､ 一部に犯罪にまで手を染めるケースもある｡

④ 特定活動 (技能実習生､ ワーキング・ホリ

デー等)の動向

｢研修｣ の在留資格を得て入国し､ 受け入れ

機関において研修 (非実務研修＋実務研修) を受

けた者は､ 研修成果・技能実習計画の評価を受

けて所定の要件を満たし､ 研修終了後に在留資

格 ｢特定活動｣ への変更許可を受けると､ 技能

実習に移行することができる｡ 技能実習制度は､

発展途上国の人材育成を目的に､ 平成５年に創

設されている｡ なお､ 技能実習への移行対象は､

電子機器組立､ 機械加工､ 繊維・衣服製造等62

職種114作業に限定され､ 滞在期間は､ 研修活

動と合わせて最長３年間である｡ 在留資格 ｢特

定活動｣ で就労する外国人労働者は､ 平成２年

には3260人であったが､ 増加を続け､ 平成９年

に１万人､ 平成13年には３万人を越え､ 平成16

年には６万1508人となっている｡

研修生は､ 主に繊維・衣服､ 食料品､ 機械､

金属､ 建設､ 農業等の業種で多く受け入れられ

ている｡ 研修生は､ ｢研修｣ の資格による在留

であり､ 労働関係法規を適用されない｡ 技能実

習生は､ ｢特定活動｣ の資格による在留であり､

労働関係法規をすべて適用される｡

受け入れ企業によっては､ 低賃金の単純労働

者を確保するために､ この制度を利用している

ケースもある｡ また､ 研修の終了後､ 能力活用

の場や更なる能力向上の機会が不十分との問題

や､ 失踪､ 賃金未払い等の問題がある｡ 国際研

修協力機構によれば､ 平成17年度には､ 在留技

能実習生のうち1456人 (中国人748人､ ベトナム

人329人､ インドネシア人311人､ タイ人27人､ フィ

リピン人26人､ その他15人)が失踪している(4)｡

ワーキング・ホリデー制度は､ 実施国双方の

青少年に相手国の文化や一般的な生活様式を理

解する機会を提供するため､ 一定期間､ 休暇を

目的として在留する青少年に対し､ その間の旅

レファレンス 2006.10
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＜http://www.jitco.or.jp/pi/2005jigyouhoukokusho.pdf＞



行資金を補うため付随的に働くことを認める制

度である｡ 対象者は､ 18歳から25歳 (又は30歳)

で､ 在留期間は１年である｡ 現在､ オーストラ

リア､ ニュージーランド､ カナダ､ 韓国､ フラ

ンス､ ドイツ及びイギリスとの間で同制度が導

入されている｡(5)

⑤ 身分又は地位に基づく在留

｢永住者｣ (法務大臣から永住許可を受けた者)､

｢日本人の配偶者等｣ (日本人の配偶者､ 実子､ 特

別養子等)､ ｢永住者の配偶者等｣ (一般永住者､

特別永住者の配偶者及び日本で出生し引き続き在留

している実子)､ ｢定住者｣ (日本人の親族､日系３

世､インドシナ難民等) については､ 身分又は地

位に基づく在留が認められており､ 就労活動に

制限はない｡ そのため､ 表１の ｢就労する外国

人の推移 (推計)｣ には記載されていない｡

２ 外国人登録者数

外国人は､ 入国後90日以内又は出生後60日以

内に登録し､ 出国､ 帰化､死亡等によりその登

録を閉鎖される｡ 外国人登録者数は､ 平成２年

に107万5317人であったが､ 増加し続け､ 平成

17年末現在では､ 201万1555人となっている｡

外国人登録者の我が国総人口１億2775万6815人

(平成17年10月１日現在) に占める割合は1.57％

となっている｡ 以下､ 国籍 (出身地) 別､ 在留

資格別､ 都道府県別に外国人登録者数の特徴と

推移をみる｡

� 国籍 (出身地)別外国人登録者数 (表２参照)

① 韓国・朝鮮は､ 平成２年に68万7940人 (64

％) であったが､ 特別永住者 (サンフランシス

コ講和条約発効以前からの日本在住者) 数の減

少を受けて､ 平成５年以降減少を続けており､

平成17年には59万8687人 (29.8％) となって

いる｡

② 中国は､ 昭和50年代から増加を続けており､

レファレンス 2006.1022
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表
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国
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年
国
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平
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２
年
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５
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６
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７
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８
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９
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5]

総
数

1,
07
5,
31
7
1,
21
8,
89
1
1,
28
1,
64
4
1,
32
0,
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8
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平成２年に15万339人 (14.0％) であったが､

平成17年には51万9561人 (25.8％) と着実に

増加している｡

③ ブラジルは､ 平成元年から平成３(1991)

年に大幅に増加し､ 平成２年に５万6429人で

あったが､ 平成３年には11万9333人 (9.8％)

へと倍増した｡ 以後､ 平成10年及び平成11年

を除き､ 毎年増加を続け､ 平成17年には30万

2080人 (15.0％)となっている｡

④ フィリピンは､ 平成２年に４万9092人 (4.6

％) であったが､ 以後平成７年及び平成８年

を除き､ 毎年増加を続け､ 平成16年に19万

9394人 (10.1％) を記録した｡ 平成17年には

出入国管理及び難民認定法の改正の影響を受

け､ 18万7261人 (9.3％)に減少した｡

� 在留資格別外国人労働者数 (表３参照)

① 法務大臣から永住許可を受けた者である永

住者のうち､ 一般永住者は､ 平成４年の４万

5229人から平成17年には34万9804人 (17.4％)

へと着実に増加している｡

② サンフランシスコ講和条約発効以前から我

が国に在留する韓国・朝鮮人や台湾人等に対

して永住許可を供与される特別永住者は､ 平

成４年に59万193人であったが､ 毎年減少を

続け､ 平成17年には45万1909人 (22.5％) に

なっている｡

③ 非永住者のうち､ 日本人の親族､ 日系３世､

インドシナ難民等の定住者は､ 平成２年に５

万4359人であったが､ 平成４年には12万2814

人へと倍増し､ その後も平成14年を除き､ 増

加を続けており､ 平成17年には26万5639人

(13.2％)となっている｡

④ 日本人の配偶者等は､ 平成２年に13万218

人であったが､ 平成４年に20万9269人へと増

大し､ その後若干の増減を経て､ 平成17年に

は25万9656人 (12.9％)となっている｡

⑤ 永住者の配偶者等は､ 平成４年に7864人で

あったが､ 平成10年に6219人まで減少した後､

近年､ 増加傾向にあり､ 平成17年には１万

1066人 (0.6％)となっている｡

⑥ 留学生 (大学､ 短期大学､ 専修学校(専門課程)

等の学生) は､ 平成２年に４万8715人であっ

たが､ ｢留学生受け入れ10万人計画｣ という

数値目標を設定されていたこともあり､ 増減

を経て近年増加傾向を示し､ 平成16年に12万

9873人を記録したが､ 平成17年には12万9568

人 (6.4％)となっている｡

⑦ 就学生 (高等学校､ 専修学校 (高等又は一般課

程)等の生徒)は､ 平成２年に３万5595人であっ

たが､ 平成４年に４万6644人に増加した｡ そ

の後平成９年に２万9095人まで減少した後､

増加に転じ､ 平成15 (2003) 年に５万473人で

ピークを迎えた｡ しかし､ 平成15年以降の入

国・滞在規制の強化により平成17年には２万

8147人 (1.4％)と激減している｡

⑧ 研修生は､ 平成２年に１万3249人であった

が､ 若干減少した時期はあるものの全体的に

は増加傾向を示し､ 平成16年に５万4317人を

記録した後､ 平成17年には５万4107人(2.7％)

となっている｡

⑨ 家族滞在者 (在留資格を有する外国人が扶養

する配偶者又は子)は､ 平成２年に３万7829人

であったが､ 平成15年及び平成16年を除き､

増加しており､ 平成17年には８万6055人(4.3

％)となっている｡

� 都道府県別外国人登録者数 (表４参照)

外国人登録者数の最多は東京都であり､ 平成

２年に21万3056人であったが､ 平成７年に一度

減少したものの着実に増加し､ 平成17年には34

万8225人 (17.3％) となっている｡ 大阪府は､

平成２年に20万9587人であったが､ 平成４年に

21万3935人で最多記録を示した後減少し､ 平成

12年以降は増加していたが､ 平成17年にまた減

少し21万1394人 (10.5％) となっている｡ 愛知

県は､ 平成２年に７万9161人であったが､ 平成

５年に一度減少した後着実に増加し､ 平成17年

には19万4648人 (9.7％) となっている｡ 平成17

年に外国人登録者数の多い県は､ 以下､ 神奈川
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県､ 埼玉県､ 兵庫県､ 千葉県､ 静岡県､ 京都府､

茨城県の順となっている｡ 上位10都府県で140

万5569人 (69.9％)となっている｡

３ 外国人労働者の雇用状況

我が国で働く外国人労働者の雇用状況につい

てみると､ 従業員50人以上の全事業所及び49人

以下の事業所の一部を対象とした厚生労働省の

調査に対して､ 報告をした事業所数は９万4143

事業所であった｡ そのうち外国人労働者を雇用

しているのは２万8017事業所であった｡ 直接雇

用は２万5106事業所､ 外国人労働者数は19万

8380人､ １事業所あたりの外国人労働者数は7.9

人であった｡ 間接雇用 (労働者派遣､ 請負等によ

り事業所内で就労) は5889事業所 (直接雇用と間

接雇用のいずれの形態も有する事業所＋間接雇用の

形態のみを有する事業所)､ 外国人労働者数は14

万4891人､ １事業所あたりの外国人労働者数は

24.6人であった｡(表５参照)

直接雇用についてみると､ 産業別では､ ｢製

造業｣ が１万2767事業所 (50.9％)､ 外国人労働

者数10万8008人 (54.4％) であり､ いずれも最

多である｡ 次いで事業所数が多いのが ｢サービ

ス業 (他に分類されないもの)｣ 2929事業所 (11.7

％)､ ２万3910人 (12.1％)､ ｢卸売・小売業｣

2783事業所 (11.1％)､ １万6101人 (8.1％)､ ｢教

育・学習支援業｣ 1232事業所(4.9％)､ １万6631

人 (8.4％)､ ｢飲食店､ 宿泊業｣ 1125事業所 (4.5

％)､ １万5942人 (8.0％)となっている｡ この５

つで､ 直接雇用の事業所数の約83％､ 直接雇用

の外国人数の約91％を占めている｡(表５参照)

直接雇用を事業所規模別にみると､ ｢100～299

人｣ 規模の事業所の外国人労働者数が最多で６

万163人 (30.3％)､ 次いで ｢1000人以上｣ 規模

が３万2681人 (16.5％)､ ｢50～99人｣ 規模が３

万201人 (15.2％)､ ｢０～49人｣ 規模が２万8201

人 (14.2％)､ ｢500～999人｣ 規模が２万4558人

(12.4％)､ ｢300～499人｣ 規模が２万2576人(11.4

％)である｡ (表５参照)

直接雇用の外国人労働者を男女別にみると､

男性10万7796人 (54.3％)､ 女性９万584人 (45.7

％) である｡ 出身地域別にみると､ 東アジアが

最多で８万5616人 (43.2％) である｡ 次いで中

南米６万354人 (30.4％､ 中南米のうち日系人は５

万4049人)､ 東南アジア２万7856人 (14.0％)､ 北

米9224人 (4.6％)､ ヨーロッパ7017人 (3.5％)､

その他アジア・中近東4922人 (2.5％)､ その他

3391人 (1.7％)となっている｡ (表６参照)

直接雇用の外国人労働者を在留資格別にみる

と､ 就労に制限のない ｢日本人の配偶者等､ 永

住者の配偶者等､ 定住者｣ が９万5637人 (48.2

％)､ ｢専門的・技術的分野の在留資格｣ ３万

7477人 (18.9％)､ ｢特定活動 (技能実習生)｣ ３

万2742人 (16.5％)､ ｢留学・就学 (アルバイト)｣

３万260人 (15.3％)､ ｢特定活動 (ワーキング・ホ

リデー)｣ 501人(0.3％)となっている｡(表６参照)

直接雇用の外国人労働者を職種別にみると､

最多は ｢生産工程作業員｣ 11万932人 (55.9％)

である｡ 次いで ｢専門・技術・管理職｣ ３万

8916人 (19.6％)､ ｢販売・調理・給仕・接客員｣

２万6809人 (13.5％) 等となっている｡ これら

３つで全体の89.0％を占めている｡(表６参照)

産業別の特徴をみると､ 以下のとおりである｡

(表６参照)

① ｢製造業｣ では､ 出身地域は ｢中南米｣ ４

万7661人 (44.1％)､ 在留資格では ｢日本人の

配偶者等､ 永住者の配偶者等､ 定住者｣ ６万

5012人 (60.2％)､ 職種別では ｢生産工程作業

員｣ ９万5363人 (88.3％)が特徴的である｡

② ｢卸売・小売業｣ では､ 出身地域は ｢東ア

ジア｣ １万1427人 (71.0％)､ 在留資格では

｢留学・就学 (アルバイト)｣ 6990人 (43.4％)､

職種別では ｢販売・調理・給仕・接客員｣

9382人 (58.3％)が最多である｡

③ ｢飲食店､ 宿泊業｣ では､ 出身地域 ｢東ア

ジア｣ １万3135人 (82.4％)､ 在留資格では

｢留学・就学 (アルバイト)｣ １万1063人 (69.4

％)､ 職種別では ｢販売・調理・給仕・接客

員｣ １万4042人 (88.1％)が最多である｡

④ ｢教育・学習支援業｣ では､ 出身地域が
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)
｢産
業
別
､
事
業
所
規
模
別
・
外
国
人
雇
用
事
業
所
数
及
び
外
国
人
労
働
者
数
(表
１
：
直
接
雇
用
・
間
接
雇
用
､
表
２
：
直
接
雇
用
､
表
16
：
間
接
雇
用
)｣
『外
国
人
雇
用
状
況
報
告
(平
成
17
年
６
月
１
日
現
在
)
の
結
果
に
つ
い
て
』
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表
６

出
身
地
域
別
､
在
留
資
格
別
及
び
職
種
別
・
産
業
別
外
国
人
労
働
者
数
(直
接
雇
用
)

(単
位
：
人
､
％
)

産
業

出
身
地
域
・
在
留
資
格
・
職
種

総
数

製
造
業

卸
売
・
小
売
業

飲
食
店
､
宿
泊
業

教
育
､
学
習
支
援
業

サ
ー
ビ
ス
業
(
他
に
分

類
さ
れ
な
い
も
の
)

人
数

構
成
比

(前
年
)

人
数

構
成
比

人
数

構
成
比

人
数

構
成
比

人
数

構
成
比

人
数

構
成
比

合
計

19
8,
38
0

10
0

[1
00
]

10
8,
00
8

[5
4.
4]

16
,1
01

[8
.1
]

15
,9
42

[8
.0
]

16
,6
31

[8
.4
]

23
,9
10

[1
2.
1]

男
女
別

男
10
7,
79
6

54
.3

(5
5.
5)

55
,7
37

51
.6

7,
54
7

46
.9

7,
89
0

49
.5

11
,0
64

66
.5

13
,3
01

55
.6

女
90
,5
84

45
.7

(4
4.
5)

52
,2
71

48
.4

8,
55
4

53
.1

8,
05
2

50
.5

5,
56
7

33
.5

10
,6
09

44
.4

出
身
地
域
別
ａ
東
ア
ジ
ア

85
,6
16

43
.2

(3
8.
4)

38
,8
75

36
.0

11
,4
27

71
.0

13
,1
35

82
.4

5,
26
3

31
.6

8,
64
1

36
.1

ｂ
東
南
ア
ジ
ア

27
,8
56

14
.0

(1
3.
2)

18
,0
54

16
.7

2,
10
1

13
.0

1,
63
7

10
.3

69
5

4.
2

2,
85
5

11
.9

ｃ
そ
の
他
ア
ジ
ア
・
中
近
東

4,
92
2

2.
5

(2
.2
)

1,
58
2

1.
5

50
0

3.
1

63
7

4.
0

55
0

3.
3

79
0

3.
3

ｄ
北
米

9,
22
4

4.
6

(4
.8
)

55
0

0.
5

58
5

3.
6

72
0.
5

5,
02
0

30
.2

1,
57
5

6.
6

ｅ
中
南
米

60
,3
54

30
.4

(3
5.
8)

47
,6
61

44
.1

65
7

4.
1

24
1

1.
5

26
1

1.
6

8,
48
6

35
.5

う
ち
日
系
人

54
,0
49

＜
89
.6
＞

＜
89
.0
＞

42
,9
23

＜
90
.1
＞

48
5
＜
73
.8
＞

17
0
＜
70
.5
＞

43
＜
16
.5
＞

7,
82
4
＜
92
.2
＞

ｆ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

7,
01
7

3.
5

(3
.8
)

82
6

0.
8

61
2

3.
8

14
7

0.
9

3,
15
4

19
.0

1,
14
7

4.
8

ｇ
そ
の
他

3,
39
1

1.
7

(1
.8
)

46
0

0.
4

21
9

1.
4

73
0.
5

1,
68
8

10
.1

41
6

1.
7

在
留
資
格
別
ａ
専
門
的
､
技
術
的
分
野
の
在
留
資
格

37
,4
77

18
.9

(1
9.
0)

8,
64
3

8.
0

3,
06
7

19
.0

1,
16
8

7.
3

11
,0
66

66
.5

6,
07
4

25
.4

う
ち
｢技
術
｣
又
は
｢人
文
知
識
・
国
際
業
務
｣

23
,0
19

＜
61
.4
＞

＜
59
.8
＞

6,
14
4
＜
71
.1
＞

2,
33
6
＜
76
.2
＞

55
0
＜
47
.1
＞

3,
72
7
＜
33
.7
＞

4,
03
8
＜
66
.5
＞

ｂ
日
本
人
の
配
偶
者
等
､
永
住
者
の
配
偶
者
等
､
定
住
者

95
,6
37

48
.2

(5
2.
7)

65
,0
12

60
.2

4,
92
0

30
.6

3,
13
3

19
.7

2,
62
4

15
.8

13
,5
57

56
.7

ｃ
留
学
､
就
学
(ア
ル
バ
イ
ト
)

30
,2
60

15
.3

(1
4.
1)

4,
64
8

4.
3

6,
99
0

43
.4

11
,0
63

69
.4

2,
53
0

15
.2

3,
47
9

14
.6

ｄ
特
定
活
動
(技
能
実
習
生
)

32
,7
42

16
.5

(1
3.
2)

29
,3
12

27
.1

66
3

4.
1

64
0.
4

56
0.
3

46
2

1.
9

ｅ
特
定
活
動
(ワ
ー
キ
ン
グ
・
ホ
リ
デ
ー
)

50
1

0.
3

(0
.3
)

24
0.
0

13
7

0.
9

99
0.
6

16
9

1.
0

50
0.
2

ｆ
そ
の
他

1,
76
3

0.
9

(0
.8
)

36
9

0.
3

32
4

2.
0

41
5

2.
6

18
6

1.
1

28
8

1.
2

職
種
別
ａ
専
門
・
技
術
・
管
理
職

38
,9
16

19
.6

(1
9.
1)

7,
23
3

6.
7

2,
29
3

14
.2

27
1

1.
7

15
,3
90

92
.5

6,
55
8

27
.4

ｂ
営
業
・
事
務
職

9,
64
5

4.
9

(4
.1
)

3,
24
4

3.
0

1,
78
0

11
.1

58
2

3.
7

48
5

2.
9

1,
23
5

5.
2

ｃ
販
売
・
調
理
・
給
仕
・
接
客
員

26
,8
09

13
.5

(1
2.
1)

1,
40
3

1.
3

9,
38
2

58
.3

14
,0
42

88
.1

12
0.
1

1,
51
4

6.
3

ｄ
生
産
工
程
作
業
員

11
0,
93
2

55
.9

(5
7.
9)

95
,3
63

88
.3

1,
99
0

12
.4

57
3

3.
6

19
0.
1

10
,0
18

41
.9

ｅ
建
設
土
木
作
業
員

1,
49
7

0.
8

(0
.9
)

73
0.
1

33
0.
2

1
0.
0

―
―

33
0.
1

ｆ
運
搬
労
務
作
業
員

2,
55
2

1.
3

(1
.4
)

28
2

0.
3

26
6

1.
7

22
0.
1

8
0.
0

63
1

2.
6

ｇ
そ
の
他

8,
02
9

4.
0

(4
.5
)

41
0

0.
4

35
7

2.
2

45
1

2.
8

71
7

4.
3

3,
92
1

16
.4

(注
１
)
[
]
内
は
､
雇
用
さ
れ
る
外
国
人
労
働
者
の
産
業
別
の
構
成
比
で
あ
る
｡

(注
２
)
＜
＞
内
は
､
出
身
地
域
｢中
南
米
｣
に
占
め
る
｢日
系
人
｣
の
割
合
､
在
留
資
格
｢専
門
的
､
技
術
的
分
野
の
在
留
資
格
｣
に
占
め
る
｢｢
技
術
｣
又
は
｢人
文
知
識
・
国
際
業
務
｣｣
の
割
合
で
あ
る
｡

(出
典
)
｢表
３
：
出
身
地
域
別
､
在
留
資
格
別
及
び
職
種
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(直
接
雇
用
)､
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身
地
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別
､
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及
び
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種
別
・
産
業
別
外
国
人
労
働
者
数
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接
雇
用
)｣
『外
国
人
雇
用
状
況
報
告
(平
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１
日
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在
)
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て
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｢東アジア｣ 5263人 (31.6％)､ 次いで ｢北米｣

5020人 (30.2％)､ 在留資格では ｢専門的・技

術的分野｣ １万1066人 (66.5％)､ 職種別では

｢専門・技術・管理職｣ １万5390人 (92.5％)

が特徴的である｡

⑤ ｢サービス業 (他に分類されないもの)｣ では､

出身地域では ｢東アジア｣ 8641人 (36.1％)､

次いで ｢中南米｣ 8486人 (35.5％)､ 在留資格

では ｢日本人の配偶者､ 永住者の配偶者等､

定住者｣ １万3557人 (56.7％)､ 職種別では

｢生産工程作業員｣ １万18人 (41.9％)である｡

間接雇用の外国人労働者を産業別にみると､

事業所数､ 外国人労働者数とも製造業が最多

であり､ 4380事業所 (74.4％)､ 13万1562人

(90.8％) となっている｡ 事業所規模別では､

｢100～299人｣ 規模が最多で､ 2023事業所

(34.4％)､ ４万8932人 (33.8％)となっている｡

(表５参照)

４ 不法残留者数

在留期間を過ぎても残留し続けている外国人

も多い｡ 平成18 (2006) 年１月１日現在の我が

国における不法残留者数は､ 19万3745人 (男性

10万562人､ 女性９万3183人) である｡ 平成２年

７月１日に10万6497人であった不法残留者数は､

平成３年５月１日には15万9828人､ 平成４年５

月１日には27万8892人と激増し､ 平成５年５月

１日には29万8646人と過去最高を記録したが､

取締りの強化等により徐々に減少を続けている｡

(表７参照)

国籍 (出身地) 別に平成18年１月１日現在の

不法残留者数をみると､ ①韓国４万203人 (20.8

％)､ ② 中国３万1074人 (16.0％)､ ③ フィリピ

ン３万777人(15.9％)､ ④タイ１万352人(5.3％)､

⑤インドネシア6926人 (3.6％)､ ⑥マレーシア

6822人 (3.5％)､ ⑦ 中国 (台湾) 6696人 (3.5％)､

⑧ペルー5997人 (3.1％)､ ⑨スリランカ4590人

(2.4％)､ ⑩ ベトナム4071人 (2.1％)､ その他４

万6237人 (23.9％) となっている｡ 一方､ 平成

２年７月１日に不法残留者が多かったのは､

①フィリピン２万3805人､ ②韓国１万3876人､

③タイ１万1523人､ ④中国１万39人､ ⑤マレー

シア7550人､ ⑥ 中国 (台湾) 4775人等となって

いる｡ ペルー(242人)やインドネシア (315人)

の不法残留者は少なかった｡ (表７参照)

平成18年１月１日現在の不法残留者数を､ 不

法残留となった時点での在留資格別に見ると､

① 短期滞在13万4374人 (69.4％)､ ② 興業１万

52人 (5.2％)､ ③ 留学7628人 (3.9％)､ ④ 就学

7307人 (3.8％)､ ⑤研修3393人 (1.8％)､ その他

３万991人 (16.0％) となっている｡ 既述のごと

く､ 平成３年５月１日の不法残留者数は15万

9828人であり､ それを在留資格別にみると､

① 短期滞在12万8914人 (80.7％)､ ② 就学１万

3557人 (8.5％)､ ③ 興業3760人 (2.4％)､ ④ 留

学1749人 (1.1％)､ ⑤ 研修614人 (0.4％)､ その

他１万1234人 (7.0％) となっている｡ 観光等､

短期滞在の在留資格で入国し､ 不法残留をする

外国人は､ 総数､ 比率とも減少しているものの

やはり多い｡ 興業､ 留学､ 研修については､ 総

数､ 比率とも不法残留が増加している｡ 就学に

ついては､ 入国・滞在規制の強化のためか総数､

比率とも減少している｡ (表８参照)

不法残留者数の各国別推移と平成18年１月１

日現在の不法残留となった時点での在留資格の

特徴を見ると､ 以下のとおり各国の特徴がみて

とれる｡ (以下､ 表７､ 表９参照)

① 韓国人の不法残留者数は､ 平成２年７月１

日に１万3876人で､ 平成11年１月１日に６万

2577人を記録するまで増大傾向にあったが､

その後減少を続けている｡ また､ 平成18年１

月１日現在の韓国人の不法残留者総数４万203

人の93.2％ (３万7478人) を短期滞在が占めて

いる｡ 韓国人は､ 短期滞在の不法残留者総数

13万4374人の28％を占めている｡

② 中国人の不法残留者数は､ 平成２年７月１

日に１万39人であったのが､ 平成６年５月１

日に３万9738人で最多を記録した｡ その後平

成14 (2002) 年１月１日の２万7582人まで減

少し､ 平成15年､ 16年に増加し､ 平成17年､
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表
７

国
籍
(出
身
地
)
別
性
別
不
法
残
留
者
数
の
推
移

(単
位
：
人
)

調
査
対
象
日

国
籍
(出
身
地
)

平
成
２
年

[1
99
0]

７
月
１
日

現
在

平
成
３
年

[1
99
1]

５
月
１
日

現
在

平
成
４
年

[1
99
2]

５
月
１
日

現
在

平
成
５
年

[1
99
3]

５
月
１
日

現
在

平
成
６
年

[1
99
4]

５
月
１
日

現
在

平
成
７
年

[1
99
5]

５
月
１
日

現
在

平
成
８
年

[1
99
6]

５
月
１
日

現
在

平
成
９
年

[1
99
7]

１
月
１
日

現
在

平
成
10
年

[1
99
8]

１
月
１
日

現
在

平
成
11
年

[1
99
9]

１
月
１
日

現
在

平
成
12
年

[2
00
0]

１
月
１
日

現
在

平
成
13
年

[2
00
1]

１
月
１
日

現
在

平
成
14
年

[2
00
2]

１
月
１
日

現
在

平
成
15
年

[2
00
3]

１
月
１
日

現
在

平
成
16
年

[2
00
4]

１
月
１
日

現
在

平
成
17
年

[2
00
5]

１
月
１
日

現
在

平
成
18
年

[2
00
6]

１
月
１
日

現
在

平
成
17
年
１
月
１

日
現
在
に
対
す
る

増
減
率
(％
)

総
数

10
6,
49
7
15
9,
82
8
27
8,
89
2
29
8,
64
6
29
3,
80
0
28
6,
70
4
28
4,
50
0
28
2,
98
6
27
6,
81
0
27
1,
04
8
25
1,
69
7
23
2,
12
1
22
4,
06
7
22
0,
55
2
21
9,
41
8
20
7,
29
9
19
3,
74
5

－
6.
5

男
66
,8
51

10
6,
51
8
19
0,
99
6
19
2,
11
4
18
0,
06
0
16
8,
53
2
16
0,
83
6
15
5,
93
9
14
9,
82
8
14
5,
22
5
13
4,
08
2
12
3,
82
5
11
8,
12
2
11
5,
11
4
11
3,
06
6
10
6,
27
9
10
0,
56
2

－
5.
4

女
39
,6
46

53
,3
10

87
,8
96

10
6,
53
2
11
3,
74
0
11
8,
17
2
12
3,
66
4
12
7,
04
7
12
6,
98
2
12
5,
82
3
11
7,
61
5
10
8,
29
6
10
5,
94
5
10
5,
43
8
10
6,
35
2
10
1,
02
0

93
,1
83

－
7.
8

韓
国

13
,8
76

25
,8
48

35
,6
87

39
,4
55

43
,3
69

47
,5
44

51
,5
80

52
,3
87

52
,1
23

62
,5
77

60
,6
93

56
,0
23

55
,1
64

49
,8
74

46
,4
25

43
,1
51

40
,2
03

－
6.
8

男
8,
79
3

17
,9
77

22
,3
12

20
,9
98

20
,8
01

21
,6
62

22
,5
49

21
,6
69

20
,7
92

24
,4
34

23
,1
50

21
,3
56

20
,7
47

18
,4
82

16
,8
12

15
,3
70

14
,5
66

－
5.
2

女
5,
08
3

7,
87
1

13
,3
75

18
,4
57

22
,5
68

25
,8
82

29
,0
31

30
,7
18

31
,3
31

38
,1
43

37
,5
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表８ 在留資格別 不法残留者数の推移
(単位：人)

在留資格

調査対象日

総 数 在 留 資 格

構成比 (％) 短期滞在 興 業 留 学 就 学 研 修 その他

平成３(1991) 年５月１日現在 159,828 128,914 3,760 1,749 13,557 614 11,234

100 80.7 2.4 1.1 8.5 0.4 7.0

平成４(1992) 年５月１日現在 278,892 234,876 5,450 4,183 16,998 1,360 16,025

100 84.2 2.0 1.5 6.1 0.5 5.7

平成５(1993) 年５月１日現在 298,646 242,465 7,451 6,484 20,095 1,788 20,363

100 81.2 2.5 2.2 6.7 0.6 6.8

平成６(1994) 年５月１日現在 293,800 226,930 9,243 7,659 23,995 2,116 23,857

100 77.2 3.1 2.6 8.2 0.7 8.1

平成７(1995) 年５月１日現在 286,704 216,057 11,073 8,216 22,623 2,237 26,498

100 75.4 3.9 2.9 7.9 0.8 9.2

平成８(1996) 年５月１日現在 284,500 211,797 12,911 8,406 19,906 2,585 28,895

100 74.4 4.5 3.0 7.0 0.9 10.2

平成９(1997) 年１月１日現在 282,986 209,125 13,385 7,445 17,873 2,685 32,473

100 73.9 4.7 2.6 6.3 0.9 11.5

平成10 (1998) 年１月１日現在 276,810 206,620 13,917 6,824 15,083 3,099 31,267

100 74.6 5.0 2.5 5.4 1.1 11.3

平成11 (1999) 年１月１日現在 271,048 206,193 13,610 5,914 12,931 3,115 29,285

100 76.1 5.0 2.2 4.8 1.1 10.8

平成12 (2000) 年１月１日現在 251,697 189,847 12,552 5,100 11,359 3,055 29,784

100 75.4 5.0 2.0 4.5 1.2 11.9

平成13 (2001) 年１月１日現在 232,121 173,051 11,029 4,401 10,025 3,004 30,611

100 74.6 4.7 1.9 4.3 1.3 13.2

平成14 (2002) 年１月１日現在 224,067 163,271 11,154 4,442 9,953 3,264 31,983

100 72.9 5.0 2.0 4.4 1.5 14.2

平成15 (2003) 年１月１日現在 220,552 155,498 11,770 5,450 9,779 3,409 34,646

100 70.5 5.3 2.5 4.4 1.5 15.8

平成16 (2004) 年１月１日現在 219,418 150,326 11,974 6,672 9,511 3,959 36,976

100 68.5 5.5 3.0 4.3 1.8 16.9

平成17 (2005) 年１月１日現在 207,299 139,417 11,319 8,173 8,506 3,648 36,236

100 67.3 5.5 3.9 4.1 1.8 17.5

平成18 (2006) 年１月１日現在 193,745 134,374 10,052 7,628 7,307 3,393 30,991

100 69.4 5.2 3.9 3.8 1.8 16.0

平成17年１月１日現在に
対する増減率 (％)

－6.5 －3.6 －11.2 －6.7 －14.1 －7.0 －14.5

(出典) 法務省入国管理局 ｢我が国の不法残留者推計｣ 『国際人流』 No.59, 1992.4, p.40.
｢在留資格別 不法残留者数の推移｣ 『本邦における不法残留者数について (平成13年１月１日現在)』
＜http://www.moj.go.jp/PRESS/010413-1/010413-1-3.html＞
｢在留資格別 不法残留者数の推移｣ 『本邦における不法残留者数について (平成18年１月１日現在)』
＜http://www.moj.go.jp/PRESS/060324-2/060324-2.pdf＞ より作成｡

表９ 国籍 (出身地)別 在留資格別 不法残留者数 (平成18年１月１日現在)
(単位：人)

在留資格

国籍 (出身地)
総 数

在 留 資 格

短期滞在 興 業 留 学 就 学 研 修 その他

総 数 193,745 134,374 10,052 7,628 7,307 3,393 30,991

韓 国 40,203 37,478 33 496 435 34 1,727

中 国 31,074 3,701 365 6,657 5,975 1,369 13,007

フィリピン 30,777 16,117 8,767 28 121 352 5,392

タ イ 10,352 9,516 32 17 41 173 573

インドネシア 6,926 5,587 150 4 21 400 764

マレーシア 6,822 6,715 4 24 10 13 56

中 国 (台湾) 6,696 6,627 4 7 9 5 44

ペルー 5,997 4,347 3 3 32 7 1,605

スリランカ 4,590 4,071 1 73 171 110 164

ベトナム 4,071 1,532 10 68 140 708 1,613

その他 46,237 38,683 683 251 352 222 6,046

(出典) ｢国籍 (出身地) 別 在留資格別 不法残留者数 (平成18年１月１日現在)｣ 『本邦における不法残留者数について (平成18年
１月１日現在)』 ＜http://www.moj.go.jp/PRESS/060324-2/060324-2.pdf＞



18年に減少している｡ 平成18年１月１日現在

の中国人の不法残留者総数３万1074人の21.4

％ (6657人) が留学であり､ 19.2％ (5975人)

が就学である｡ また､ 中国人は､ 留学の不法

残留者総数7628人のうち87.3％､ 就学の不法

残留者総数7307人のうち81.8％を占めている｡

③ フィリピン人の不法残留者数は､ 平成２年

７月１日に２万3805人で､ 平成10年１月１日

に４万2608人で最多を記録し､ その後減少し

たが､ ここ数年３万人強が継続している｡ 平

成18年１月１日現在のフィリピン人の不法残

留者総数３万777人の52.4％ (１万6117人) が

短期滞在､ 28.5％ (8767人) が興業である｡

なお､ 興業の不法残留者総数１万52人のうち

87.2％がフィリピン人である｡

④ タイ人の不法残留者数は､ 平成２年７月１

日に１万1523人であったが､ 平成５年５月１

日に５万5383人と最多を記録し､ その後一貫

して減少している｡ なお､ 平成18年１月１日

現在のタイ人の不法残留者総数１万352人の

91.9％ (9516人)を短期滞在が占めている｡

５ 出入国管理及び難民認定法 (入管法) 違反

者数

平成17年中に､ 全国の地方入国管理官署が入

管法違反により退去強制手続 (出国命令手続を含

む) を執った外国人は､ ５万7172人である｡ う

ち､ 不法残留者は４万2254人 (73.9％)､ 不法入

国者は１万1586人 (平成２年以降最多)､ 資格外

活動1890人 (平成２年以降最多)､ 刑罰法令違反

等752人 (平成２年以降最多)､ 不法上陸690人と

なっている｡ 平成２年以降で入管法違反者の総

数が最多を記録したのは平成５年の７万404人

であり､ 不法残留者数も６万3905人､ 不法就労

者数も６万4341人と最多であった｡ (表10参照)

平成17年に入管法違反により退去強制手続が

執られた外国人のうち､ 不法就労事実が認めら

れた者は４万5935人 (80.3％) と多数を占めて

いる｡ 不法就労者を国籍別にみると､ 中国 (台

湾､ 香港その他を除く) が最多で１万4239人 (平
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2]

５
年

[1
99
3]

６
年

[1
99
4]

７
年

[1
99
5]

８
年

[1
99
6]

９
年

[1
99
7]

10
年

[1
99
8]

11
年

[1
99
9]

12
年

[2
00
0]

13
年

[2
00
1]

14
年

[2
00
2]

15
年

[2
00
3]

16
年

[2
00
4]

17
年

[2
00
5]

対
平
成

16
年
比

総
数

36
,2
64

35
,9
03

67
,8
24

70
,4
04

65
,6
18

55
,4
70

54
,2
71

49
,5
66

48
,4
93

55
,1
67

51
,4
59

40
,7
64

41
,9
35

45
,9
10

55
,3
51

57
,1
72

3.
3％
増

不
法

入
国

2,
32
0

1,
66
2

3,
45
9

5,
22
7

5,
59
8

4,
66
3

4,
82
7

7,
11
7

7,
47
2

9,
33
7

9,
18
6

8,
95
2

8,
38
8

9,
25
1

11
,2
17

11
,5
86

3.
3％
増

不
法

上
陸

35
7

34
7

53
3

79
6

69
7

75
8

81
1

77
6

71
9

83
1

74
8

82
6

78
9

77
7

99
2

69
0
30
.4
％
増

資
格
外
活
動

75
1

88
2

39
3

30
6

45
5

43
9

27
9

43
0

31
0

33
5

47
3

59
4

85
0

1,
19
9

1,
39
9

1,
89
0
35
.1
％
増

不
法

残
留

32
,6
47

32
,8
20

63
,2
65

63
,9
05

58
,6
92

49
,4
53

48
,2
11

41
,1
13

39
,8
35

44
,4
03

40
,7
56

30
,0
63

31
,5
20

34
,2
66

41
,1
75

42
,2
54

2.
6％
増

刑
罰
法
令
違
反
等

18
9

19
2

17
4

17
0

17
6

15
7

14
3

13
0

15
7

26
1

29
6

32
9

38
8

41
7

56
8

75
2
32
.4
％
増

不
法
就
労
者

29
,8
84

32
,9
08

62
,1
61

64
,3
41

59
,3
52

49
,4
34

47
,7
85

41
,6
04

40
,5
35

46
,2
58

44
,1
90

33
,5
08

32
,3
64

34
,3
25

43
,0
59

45
,9
35

6.
7％
増

(注
)
平
成
２
年
の
不
法
就
労
者
数
は
､
｢資
格
外
活
動
が
ら
み
の
不
法
残
留
者
｣
と
｢資
格
外
活
動
｣
の
合
計
で
あ
る
｡

(出
典
)
『平
成
５
年
出
入
国
管
理
関
係
統
計
概
要
』
入
管
協
会
,
19
94
.8
,
p
.5
1.

『平
成
８
年
出
入
国
管
理
関
係
統
計
概
要
』
入
管
協
会
,
19
97
.7
,
p
.4
7.

『平
成
11
年
出
入
国
管
理
関
係
統
計
概
要
』
入
管
協
会
,
20
00
.8
,
p
.5
1.

『平
成
14
年
出
入
国
管
理
関
係
統
計
概
要
』
入
管
協
会
,
20
03
.7
,
p
.4
3.

｢違
反
事
由
別
入
管
法
違
反
事
件
の
推
移
｣
『平
成
17
年
に
お
け
る
入
管
法
違
反
事
件
に
つ
い
て
』
＜
h
tt
p
:/
/
w
w
w
.m
o
j.
g
o
.j
p
/
P
R
E
S
S
/
06
03
24
-1
/
06
03
24
-1
.h
tm
l＞
よ
り
作
成
｡



成２年以降で最多)､ 以下フィリピン7378人､ 韓

国6514人､ タイ2816人､ インドネシア1844人､

マレーシア1486人､ バングラデッシュ1405人と

なっている｡ 不法就労者の男女別は､ 男性２万

6232人 (57.1％)､ 女性１万9703人 (42.9％) であ

る｡ 平成2年以降の不法就労事件では､ 平成５

年が６万4341人と最多を記録している｡ その年

タイ人は１万2654人と平成２年以降平成17年ま

での間で最も多かった｡ 前年の平成４年の不法

就労事件も､ ６万2161人と歴代２位の数値であ

り､ マレーシア１万4303人､ イラン１万3982人､

韓国１万3890人とそれぞれ過去最多であった｡

(表11参照)

Ⅱ 外国人労働者への労働関係法令の

適用と社会保障制度の適用問題

１ 外国人労働者への労働関係法令の適用

日本国内で就労する限り､ 日本人､ 外国人を

問わず､ 原則として労働関係法令が適用される｡

労働基準法､ 最低賃金法､ 労働安全衛生法は､

外国人労働者にも適用される｡ また､ 労働基準

法第３条は､ ｢使用者は､ 労働者の国籍､ 信条

又は社会的身分を理由として､ 賃金､ 労働時間

その他の労働条件について､ 差別的取扱をして

はならない｣ として労働条件面での国籍による

差別を禁止している｡ 雇用保険法も､ 日本に在

留する外国人については原則として国籍を問わ

ず被保険者として取り扱う｡

労働者災害補償保険法にも国籍条項はなく､

超過滞在の外国人にも適用可能であるが､ 企業

は不法就労助長罪や労働基準法・労働安全衛生

法違反の発覚を恐れて労災の申請を回避する傾

向がある｡ 労働者も不法就労の発覚を恐れて労

災の申請をしないことも多い｡(6)

なお､ 外国人労働者に関して､ 雇用管理を改

善し､ 適正な労働条件及び安全衛生を確保しつ

つ就労できるようにするため､ 事業主が考慮す

べき事項を定めた ｢外国人労働者の雇用・労働

条件に関する指針｣ が策定されている(7)｡

２ 外国人労働者への社会保障制度の適用問題

我が国では､ 昭和56 (1981) 年の ｢難民の地

位に関する条約｣ の批准以降､ 国内法の国籍要

件の撤廃等の整備を行なうなど､ 適法に滞在す

る外国人に対しては､ 内外人平等の原則に立っ

て､ 日本人と同様の社会保障を適用している(8)｡

� 年 金

厚生年金については､ 日本人か外国人かを問

わず､ 適用事業所において常用的雇用関係 (所

定労働時間・日数が同種の業務に従事する他の通常

就労者のそれの概ね４分の３以上) にある者に適

用する(9)｡

国民年金については､ 昭和57 (1982) 年に国

籍条項が撤廃されており､ 日本人か外国人かを

問わず､ 市町村に住所を有する者に適用する｡

｢住所を有する｣ 外国人については､ 外国人登

録を行なっている適法滞在者に適用する｡(10)

合法的な外国人労働者には強制適用が原則で

あるが､ 帰国時の脱退一時金額は極めて低い｡

被保険者期間が６か月以上あるが､ 老齢年金の

受給資格期間を満たしていない外国人が帰国後

２年以内に社会保険業務センターに請求を行なっ

た場合には､ 脱退一時金を支給する｡ ６か月未

満の拠出には不適用である｡ 36か月以上の拠出

レファレンス 2006.1032

� 岡伸一 ｢外国人労働者と社会保障｣ 『週刊社会保障』 No.2339, 2005.7.4, p.52.

� ｢外国人労働者の雇用・労働条件に関する指針｣ 厚生労働省ホームページ

＜http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/anteikyoku/gairou/980908gai16.htm＞

� 厚生労働省政策統括官付社会保障担当参事官室 ｢外国人滞在者への社会保障制度適用について｣ 『週刊社会保

障』 No.2346, 2005.8.29, p.62.

� 同上

� 同上
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表
11

国
籍
別
不
法
就
労
事
件
の
推
移

(単
位
：
人
)

年
国
籍
(出
身
地
)別

平
成
２
年

[1
99
0]

３
年

[1
99
1]

４
年

[1
99
2]

５
年

[1
99
3]

６
年

[1
99
4]

７
年

[1
99
5]

８
年

[1
99
6]

９
年

[1
99
7]

10
年

[1
99
8]

11
年

[1
99
9]

12
年

[2
00
0]

13
年

[2
00
1]

14
年

[2
00
2]

15
年

[2
00
3]

16
年

[2
00
4]

17
年

[2
00
5]

対
平
成

16
年
比

総
数

29
,8
84

32
,9
08

62
,1
61

64
,3
41

59
,3
52

49
,4
34

47
,7
85

41
,6
04

40
,5
35

46
,2
58

44
,1
90

33
,5
08

32
,3
64

34
,3
25

43
,0
59

45
,9
35

6.
7％
増

24
,1
76

25
,3
50

47
,5
21

45
,1
44

40
,0
29

32
,1
06

31
,1
60

25
,7
81

24
,8
08

26
,4
18

23
,9
49

19
,3
13

18
,6
10

20
,2
74

25
,3
49

26
,2
32

中
国

中
国

48
1

1,
16
2

3,
16
7

4,
98
9

7,
31
1

7,
59
5

7,
40
3

7,
81
0

7,
22
4

8,
27
8

8,
13
2

7,
08
0

7,
08
7

9,
30
2

12
,6
69

14
,2
39

12
.4
％
増

42
8

98
1

2,
59
9

3,
96
4

5,
64
6

5,
63
5

5,
47
9

5,
68
5

5,
10
8

5,
80
2

5,
29
0

4,
68
6

4,
58
5

5,
99
7

8,
10
4

8,
74
9

台
湾

63
9

46
0

65
6

67
4

60
1

47
4

43
7

55
7

42
9

46
6

49
2

21
2

23
2

28
5

27
7

22
0
20
.6
％
減

35
1

22
5

37
4

34
7

31
5

23
1

19
8

20
8

15
4

14
2

12
7

65
68

96
10
9

68

香
港
・
そ
の
他

22
43

14
4

11
4

88
69

82
11
2

53
60

36
30

31
31

41
32

22
.0
％
減

20
36

12
5

91
64

50
61

80
30

39
18

17
12

14
21

16

フ
ィ
リ
ピ
ン

4,
04
2

2,
98
3

3,
53
2

4,
61
7

5,
26
0

5,
47
6

5,
64
6

5,
06
7

5,
63
1

6,
67
2

7,
42
0

4,
07
2

3,
69
6

4,
10
8

6,
29
9

7,
37
8
17
.1
％
増

1,
59
3

1,
07
9

1,
46
6

2,
24
6

2,
41
4

2,
16
8

2,
40
9

2,
11
7

2,
12
2

2,
47
5

2,
52
4

1,
35
2

1,
31
3

1,
45
3

2,
26
3

2,
64
7

韓
国

5,
53
4

9,
78
2

13
,8
90

11
,8
65

10
,7
30

10
,5
29

11
,4
44

10
,3
46

9,
36
0

13
,1
64

11
,3
36

8,
40
0

8,
04
3

6,
37
2

6,
19
2

6,
51
4

5.
2％
増

4,
41
7

8,
28
3

11
,2
04

8,
47
3

6,
69
4

6,
08
9

6,
44
6

5,
07
4

4,
17
3

5,
36
8

4,
26
2

3,
46
1

3,
24
9

2,
56
4

2,
28
1

2,
27
4

タ
イ

1,
45
0

3,
24
9

7,
51
9

12
,6
54

10
,6
54

6,
94
8

5,
56
1

4,
48
3

3,
60
4

3,
92
6

3,
90
2

2,
80
0

2,
53
8

2,
42
3

2,
83
1

2,
81
6

0.
5％
減

66
1

92
6

2,
40
8

5,
16
0

4,
60
0

3,
18
5

2,
56
8

1,
93
6

1,
57
9

1,
66
7

1,
46
0

1,
12
2

1,
05
4

1,
03
0

1,
17
9

1,
15
8

イ
ン
ド
ネ
シ
ア

18
0

62
5

92
4

81
9

74
9

81
7

95
7

1,
21
0

1,
31
4

1,
45
8

1,
22
2

1,
25
4

1,
38
9

1,
89
7

1,
84
4

2.
8％
減

15
6

57
1

77
8

57
1

57
9

64
0

74
9

92
9

98
1

1,
04
5

86
2

87
1

97
5

1,
35
0

1,
29
7

マ
レ
ー
シ
ア

4,
46
5

4,
85
5

14
,3
03

11
,9
13

8,
57
6

5,
26
0

4,
03
4

1,
69
4

1,
35
0

1,
42
9

1,
21
7

1,
20
9

1,
32
9

1,
63
8

1,
48
6

1,
48
6
増
減
な
し

3,
85
6

3,
89
2

11
,3
01

8,
93
2

6,
30
8

3,
97
0

3,
02
6

1,
25
5

96
7

1,
00
1

81
3

83
2

91
7

1,
19
3

1,
08
4

1,
06
0

バ
ン
グ
ラ
デ
ッ
シ
ュ

5,
92
5

29
3

39
0

71
7

91
8

83
1

92
6

93
0

1,
06
7

1,
08
2

1,
07
3

1,
10
2

83
3

86
1

1,
21
4

1,
40
5
15
.7
％
減

5,
91
5

29
2

38
7

71
2

90
8

81
4

91
0

91
8

1,
04
2

1,
06
0

1,
04
9

1,
07
4

80
6

82
8

1,
16
6

1,
32
8

ミ
ャ
ン
マ
ー

17
1

30
3

57
0

89
9

95
5

83
4

80
5

90
3

98
4

50
2

51
8

78
0

1,
35
6

1,
24
7

8.
0％
減

13
7

24
6

44
5

68
8

70
8

62
9

60
1

66
9

74
0

39
0

42
7

65
5

1,
12
1

96
2

ス
リ
ラ
ン
カ

83
1

30
7

45
1

78
2

87
8

68
5

68
7

67
4

89
1

1,
02
4
14
.9
％
増

82
1

29
5

41
5

71
9

74
5

58
1

60
6

58
8

79
9

89
8

ベ
ト
ナ
ム

40
8

73
2

90
0
23
.0
％
増

22
7

37
3

49
0

ペ
ル
ー

17
2

58
0

1,
90
8

2,
62
3

2,
47
5

2,
21
4

1,
57
9

1,
74
6

1,
45
9

12
88

97
6

85
2

76
9

94
5

13
3

42
4

1,
37
5

1,
79
8

1,
54
4

1,
40
5

95
8

1,
14
3

93
4

80
5

65
1

56
1

53
3

61
5

イ
ラ
ン

65
2

7,
70
0

13
,9
82

8,
88
6

5,
62
8

3,
24
6

3,
18
0

2,
22
5

2,
21
9

1,
63
9

1,
59
8

99
3

88
8

74
9

64
8

7,
61
1

13
,7
81

8,
73
0

5,
53
0

3,
17
8

3,
13
0

2,
19
3

2,
18
6

1,
60
6

1,
58
0

98
1

56
1

73
7

パ
キ
ス
タ
ン

3,
88
6

79
3

1,
07
2

1,
40
6

1,
53
1

1,
32
6

1,
41
8

1,
15
2

1,
25
5

1,
22
0

1,
09
0

85
1

71
5

3,
88
0

79
3

1,
06
8

1,
40
3

1,
52
6

1,
32
2

1,
41
1

1,
14
5

1,
23
7

1,
21
4

1,
08
3

84
8

70
5

そ
の
他

1,
95
7

75
8

1,
54
7

2,
32
2

3,
71
4

3,
50
1

3,
78
9

3,
88
7

5,
38
7

4,
64
6

3,
28
6

3,
37
4

3,
66
1

4,
53
6

6,
22
9

6,
83
0

4.
8％
減

1,
58
6

51
1

1,
15
2

1,
76
9

2,
96
7

2,
63
3

2,
84
8

2,
86
2

4,
13
8

3,
46
0

2,
40
8

2,
39
1

2,
87
5

3,
38
4

4,
88
4

5,
28
5

(注
１
)
下
段
は
､
男
性
の
内
数
で
あ
る
｡

(注
２
)
国
籍
別
順
位
は
､
平
成
17
年
を
基
準
と
し
て
い
る
｡

(注
３
)
国
籍
に
対
応
す
る
件
数
欄
の
う
ち
空
欄
部
分
は
､
そ
の
他
の
欄
に
含
ま
れ
る
｡

(出
典
)
『平
成
５
年
出
入
国
管
理
関
係
統
計
概
要
』
入
管
協
会
,
19
94
.8
,
p
.5
3.

『平
成
８
年
出
入
国
管
理
関
係
統
計
概
要
』
入
管
協
会
,
19
97
.7
,
p
.4
9.

『平
成
11
年
出
入
国
管
理
関
係
統
計
概
要
』
入
管
協
会
,
20
00
.8
,
p
.5
3.

『平
成
14
年
出
入
国
管
理
関
係
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には上限額が設定されているため､ ３年以降の

滞在者の拠出額はすべて年金算定に反映されず

掛け捨てに近い状態になる｡ また､ ６か月から

36か月の間の拠出に関しても､ 拠出額の一部し

か返還されない｡(11)

� 医 療

健康保険については､ 日本人か外国人かを問

わず､ 適用事業所において常用的雇用関係にあ

る者に適用する(12)｡

国民健康保険については､ 日本人か外国人か

を問わず､ 市町村に住所を有する者に適用する｡

｢住所を有する｣ 外国人については､ 外国人登

録を行なっている適法滞在者に適用する｡ ただ

し､ 在留期間が１年以上必要である｡(13)

医療保険の適用を希望しても年金には加入し

たくない外国人がいる｡ 国民健康保険は､ 超過

滞在の外国人の加入を認めていない｡ 健康保険

では､ 会社を通じて超過滞在の外国人にも適用

の可能性はあるが､ 資格外就労者の雇用に対す

る入管法による処罰を危惧して使用者は､ 加入

させないようにする場合も多い｡(14)

国民健康保険法から国籍条項が削除されたの

は昭和56年であるが､ 昭和57年の段階では基本

的に国民健康保険条例という形で外国人の国民

健康保険加入は可能であった｡ しかし､ 国籍を

個別に列挙する条例もあり､ 適用除外となる可

能性があった｡ また､ 外国人には適用規定のな

い条例も少数であるが存在した｡(15)

平成16年１月の横浜訴訟 (不法在留による国民

健康保険被保険者証不交付処分に伴う治療費等の損

害賠償請求訴訟) 最高裁判決において､ 以下の

判断が示された｡ すなわち､ ① 社会保障制度

を外国人に適用する場合には､ その対象者を国

内に適法な居住関係を有する者に限定すること

には合理的な理由があり､ 国民健康保険法施行

規則や各市町村の条例で在留資格のない外国人

を適用除外者と規定することは許される｡ しか

し､ ② 現行法令上そうした規定がない以上､

在留資格のない外国人について､ 外国人登録を

していること及び入管法第50条所定の在留特別

許可を求めていることを条件に､ 当該市町村の

区域内で安定した生活を継続的に営み､ 将来に

わたってこれを維持し続ける蓋然性が高いと

認められる場合には､ 当該外国人を法第５条の

｢住所を有する者｣ と認定すべきである｡(16)

これに対して厚生労働省は､ 不法滞在の外国人

については､ 従来の取扱いどおり国民健康保険

法を適用しない旨を省令において明確に規定し

た｡ 具体的には､ 国民健康保険法施行規則にお

いて新たな適用除外者として､ 日本の国籍を有

しない者であって､ ①入管法に定める在留資格

がなく､ ② １年未満の在留期間で､ ③ 外国人

登録法で定められた登録を受けていない者を規

定した｡ 但し､ 在留期間が１年未満であっても､

資格に応じた資料に基づき､ １年以上滞在する

と認められる者は適用除外者としない｡(17)

� 生活保護

生活保護法には国籍条項があり､ 外国人への

適用は未整備である｡ 実際には､ 人道主義的な

配慮から外国人にも適用された事例はあるが､

一般化されておらず､ 不法滞在者への適用は拒

否されている｡ 超過滞在の外国人には､ 生活保
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� 同上；岡 前掲論文, p.52.

� 厚生労働省政策統括官付社会保障担当参事官室 前掲論文, p.62.

� 同上

� 岡 前掲論文, p.52.

� 觜本郁 ｢外国人の生存権を実現するために､ いま何が必要か―在留資格なき外国人と生活保護｣ 『賃金と社会

保障』 No.1412, 2006.2.25, p.41.

� ｢横浜訴訟の概要｣ 『国保実務』 No.2411, 2004.6.14, pp.27-25.

	 ｢外国人に対する国民健康保険の適用について｣ 同上 pp.36-32.；厚生労働省保険局国民健康保険課 ｢外国人

の国保適用に関する省令改正について｣ 『週刊社会保障』 No.2288, 2004.6.21, p.63.



護の医療扶助制度も適用されないのが一般的で

ある｡(18)

厚生労働省は､ 外国人の生活保護について､

概ね次のような説明をしている｡ すなわち､ 生

活保護制度は､ 生存権を保障する憲法第25条を

根源とし､ 同条は ｢すべて国民は､ 健康で文化

的な最低限度の生活を営む権利を有する｣ と規

定していることから､ 生活保護法も日本国民の

みを対象としている｡ しかし､ 適法に日本に滞

在し､ 活動に制限を受けない永住者､ 定住者､

永住者の配偶者等､ 日本人の配偶者等､ 在日韓

国人､ 在日朝鮮人､ 在日台湾人､ 入管法上の認

定難民については､ 国際道義上､ 人道上の観点

から､ 予算措置として､ 生活保護法を準用して

いる｡ これら以外のものは対象とならない｡(19)

しかし､ 外国人の生活保護の適用に関する基

本的な通知として､ ｢生活に困窮する外国人に

対する生活保護の措置について｣ (昭和29年５月

８日､ 社発第382号厚生省社会局長通知) では､

｢外国人は法の適用とならないのであるが､ 当

分の間､ 生活に困窮する外国人に対しては一般

国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じ

て｣ 保護を行うとしている｡ この通知には､ 在

留資格の有無や種類による ｢準用｣ 対象の可否

に関する記載はない｡(20)

� 児童手当､ 児童扶養手当

いずれも昭和57年に国籍条項が撤廃されてい

るが､ 昭和56年の厚生省 (当時) 通知において

も､ 児童手当､ 児童扶養手当等の受給資格の国

籍要件は撤廃され､ 難民はもとより広く外国人

一般に対して適用される(21)｡ 但し､ 日本国内

に生活の本拠を有しているとは認めがたい外国

人については適用を除外される(22)｡

� 介護保険

介護保険では､ 外国人でも40歳以上であって､

市町村の区域内に住所を有すれば被保険者とな

る｡ 住所は生活の本拠である場所という観点か

ら判断される｡ 外国人であっても､ 外国人登録

を行なっており､ 在留期間が１年以上であるな

ど､ 住所を有すると認められれば被保険者とな

る｡(23)

� 国際年金通算協定 (社会保障協定)

年金保険料の二重負担や掛け捨て等の問題に

対処するため､ 二国間の公的年金制度等に関す

る適用調整及び年金の受給権の取得を目的とし

た期間通算を内容とする年金通算協定 (社会保

障協定) が､ 以下の諸国と締結されている｡(24)

(表12参照)

① ドイツ

ドイツとの協定は､ 日独両国の公的年金制度

の適用調整 (原則として就労地国の年金制度のみ

適用､ 一時的な派遣の場合には､ 派遣元国の年金制

度のみ継続適用) 及び日独両国の年金制度加入

者に関する保険期間の通算措置並びにその場合

における年金額の計算方法を含む｡

② イギリス

イギリスとの協定は､ 日英両国の公的年金制
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� 岡 前掲論文, p.52.

� 觜本 前掲論文, p.34.

� 同上

� ｢児童扶養手当法等の外国人適用について (昭和56年６月12日 児発第90号 各都道府県知事宛 厚生省社会・児

童家庭局長連名通知｣ 児童手当制度研究会監修 『児童手当関係法令通知集 平成14年版』 中央法規出版, 2002.7,

pp.159-160.

� ｢児童手当法の外国人適用に伴う事務取扱いについて (昭和56年11月25日 児手第33号 各都道府県民生主管部

(局)長宛 厚生省児童家庭局児童手当課長通知)｣ 同上 pp.194-197.

	 鬼崎信好ほか編 『介護保険キーワード事典』 中央法規, 2001.6, p.35.


 厚生労働省年金局国際年金課 ｢国際年金通算 (社会保障)協定の現状と課題｣ 『週刊社会保障』 No.2394, 2006.8.

14-21, pp.92-95.



度の適用調整 (二重適用の回避) を目的としてお

り､ 保険期間の通算措置は盛り込まれていない｡

③ 韓国

韓国との協定は､ 日韓両国の公的年金制度の

適用調整 (二重適用の回避) を目的としており､

保険期間の通算措置は盛り込まれていない｡

④ アメリカ

アメリカとの協定は､ 適用調整及び日米両国

の年金制度加入者に関する保険期間の通算措置

を中心とし､ また､ 医療保険制度に関しても協

定の適用対象としている｡

⑤ フランス

フランスとの協定は､ 年金及び医療保険の適

用調整と日仏両国の年金制度加入者に関する保

険期間の通算措置を中心とし､ また､ フランス

側での適用免除の範囲に労災保険も含めている｡

⑥ ベルギー

ベルギーとの協定は､ 年金及び医療保険の適

用調整と日ベルギー両国の年金制度加入者に関

する保険期間の通算措置を中心とし､ また､ ベ

ルギー側での適用免除の範囲に労災保険及び雇

用保険も含めている｡

⑦ カナダ

カナダとの協定は､ 日加両国の公的年金の適

用調整及び日加両国の年金制度加入者に関する

保険期間の通算措置を中心とする｡

Ⅲ 近年における外国人労働者に関する

各種報告書・提言等

外国人労働者に関しては､ 近年人口減少に伴

う将来の労働力不足問題を背景に､ 関係機関や

団体から受け入れに関して､ 各種報告・提言等

が発表されている｡ 平成14年以降に発表された

主要なものについて時系列にその概要をとりま

とめておく｡

１ 厚生労働省 『外国人雇用問題研究会報告書』

(平成14年７月５日)

厚生労働省の ｢外国人雇用問題研究会｣ (座

長：岩村正彦東京大学教授) が発表した外国人労

働者の現状と課題に関する報告書では､ 単純労

働者の受け入れに慎重な理由として､ ① 他の

労働者の就業機会を減少させるおそれ､ ② 労

働市場の二重構造化､ ③ 雇用管理の改善や労

働生産性の向上の取り組みを阻害し､ 産業構造

の転換等の遅れをもたらすおそれ､ ④ 景気変

動に伴う失業問題の発生､ ⑤ 新たな社会的費

用の負担の発生､ ⑥ 送出国や外国人労働者本

人にとっての影響大､ の６点を挙げている(25)｡

外国人労働者の受け入れについて､ 経済社会

の活性化のための高度人材の獲得のためには､

① 既存の入国及び在留にかかる手続の障壁を

限りなくゼロに近づけること､ ② 外国人労働

者及びその家族の入国・在留について優遇措置
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表12 日本が締結した社会保障協定の内容比較

相手国
二重負担の防止

年金の期間通算 協定の発効日 (予定)
日本側免除制度 相手国側免除制度

ド イ ツ 年金 年金 あ り 平成12年２月１日

イギリス 年金 年金 な し 平成13年２月１日

韓 国 年金 年金 な し 平成17年４月１日

アメリカ 年金・医療 年金・医療 あ り 平成17年10月１日

フランス 年金・医療 年金・医療・労災 あ り 平成18年度中を目途に調整

ベルギー 年金・医療 年金・医療・労災・雇用保険 あ り 平成18年度中を目途に調整

カ ナ ダ 年金 年金 あ り 平成19年度中を目途に調整

(出典) 厚生労働省年金局国際年金課 ｢国際年金通算 (社会保障)協定の現状と課題｣ 『週刊社会保障』 No.2394, 2006.8.14-21, p.95.

� 『外国人雇用問題研究会報告書』 2002.7, pp.9-10.



を講じること､ ③ 住環境に対する支援や子弟

の教育面への配慮などの諸施策により受け入れ

促進措置を講じることが考えられるとしている｡

また､ 労働力不足への対応のためには､ ① 労

働市場テスト (一定期間求人を出して国内労働者

により充足されないことを確認するなど国内労働市

場の状況を踏まえて外国人に就労の許可を与える制

度) を導入すること､ ②急激な流入増等への対

応のための受け入れ上限の設定､ ③雇用税 (事

業主が外国人を１人雇用するごとに一定の税金を払

う制度) や雇用率 (外国人労働者が当該企業の労働

者に占める割合に上限を設ける制度) 等､ 金銭的

負担を課す受け入れ､ ④ 協定方式による受け

入れ (国と国とで受け入れ人数や期間などを取り決

めて外国人を受け入れる制度) 等が考えられると

している｡ なお､ 人口減少の全てを外国人の受

け入れで補おうとすることは現実的ではないが､

他の様々な対策を講じても人口減少が続く場合

には､ 一定程度の人口を確保することにより､

経済社会の活性化を図るため､ 職業分野に関係

なく外国人を受け入れることも一つの可能性と

して想定されるとしている｡(26)

２ 日本商工会議所 ｢少子高齢化・経済グロー

バル化時代における外国人労働者の受入れの

在り方について｣ (平成15年９月17日)

日本商工会議所の提言では､ 高度人材外国人

労働者については､ 受け入れを大幅に拡充すべ

きであり､ 中小企業といえども､ 優秀な外国人

労働者を活用して製品やサービスの高付加価値

化を図ることが必要としている｡ そのため､ 高

度な技術・知識を有する外国人労働者の受け入

れ促進に向け､ 資格の相互認証の積極的拡大､

在留資格認定要件の緩和､ 社会保障協定の締結

促進､ 医療保険制度の見直し､ 留学生に対する

支援の拡充､ 労働・住環境の整備等を推進すべ

きであると提言している｡ また､ 少子高齢化の

急速な進展に伴い､ 将来労働力が減少すること

は確実であり､ 我が国の経済社会や国民生活に

とって不可欠な産業分野においても労働力不足

が継続し､ 支障をきたすため､ 単純労働者の受

け入れ促進策について真剣に検討すべきである

と提言している｡(27)

３ 日本経済団体連合会 ｢外国人受け入れ問題

に関する提言｣ (平成16年４月14日)

日本経済団体連合会 (日本経団連) は､ 総人

口減少の ｢埋め合わせ｣ としてではなく､ 多様

性のダイナミズムを活かし､ 国民一人ひとりの

｢付加価値創造力｣ を高めていく､ そのプロセ

スに外国人が持つ力を活かすために､ 総合的な

受け入れ施策を提案している｡

外国人を受け入れるための３原則として､

① 質と量の両面で十分にコントロールされた

秩序ある受け入れ､ ② 外国人の人権や尊厳を

損ねない受け入れ､ ③ 受け入れ側､ 送り出し

側双方にとってメリットのある受け入れをあげ

ている｡

具体的には､ ①日本企業における雇用契約､

人事制度の改革 (異文化シナジーを生み出す異文

化経営／外国人受け入れに向けた社内意識､ 社内シ

ステムの改革／外国人が働き甲斐を感じ得る仕事と

処遇の提供)､ ② 国と自治体が一体となった整

合性ある施策の推進 (外国人受け入れ問題本部､

特命担当大臣の設置／将来的には外国人庁の創設／

外国人受け入れに関する基本法制定の検討／外国人

雇用法制定による入国後の就労管理の実施)､ ③専

門的・技術的分野における受け入れの円滑化

(要件緩和､ 年数拡大など在留資格制度の見直し／

手続きの簡素化・迅速化・透明性の確保／社会保障

協定の早期締結／高度人材定住促進のための日本版

グリーンカードの創設)､ ④留学生の質的向上と
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� 同上 pp.53-61.

� 日本商工会議所 ｢少子高齢化・経済グローバル化時代における外国人労働者の受入れの在り方について｣

＜http://www.jcci.or.jp/nissyo/iken/030917gaikokujinroudousya.htm＞



日本国内における就職の促進 (魅力的な大学教育

プログラムの構築／奨学金の充実など生活支援の充

実／内外における日本語教育の充実／国内における

就職の促進)､ ⑤ 将来的に労働力の不足が予想

される分野での受け入れ (在留資格の見直し等に

よる要件・人数・期間の明確化／二国間協定を通じ

た公的機関等による送り出し・受け入れ体制の確立

／看護・介護分野での受け入れ)､ ⑥外国人研修・

技能実習制度の改善 (受け入れ機関の不正行為に

対する処分内容の強化／早期帰国制度の導入／再研

修・再技能実習の制度化)､ ⑦ 外国人の生活環境

の整備 (相談窓口の開設／日本語学習機会の提供な

ど地域の役割の強化／居住環境の改善や子弟教育の

充実・支援／社会保障制度の改善・充実)､ ⑧ 日

系人の入国､ 就労に伴う課題の解決 (日本で安

定的に職が得られる者に限り在留資格が与えられる

など在留資格制度の見直し／日本語教育機会の提供

／社会保険への加入促進／子弟教育の促進など生活

環境の整備)､ ⑨ 受け入れ施策と整合性の取れ

た不法滞在者・治安対策 (不法滞在者の摘発とと

もに､ 在留特別許可の条件緩和等による不法滞在者

の合法化／外国人受け入れ施策と整合性ある治安対

策の実施)を提言している｡(28)

４ 厚生労働省 『外国人労働者の雇用管理のあ

り方に関する研究会報告書』 (平成16年７月20

日)

厚生労働省 ｢外国人労働者の雇用管理のあり

方に関する研究会｣ (座長：鈴木宏昌早稲田大学

教授)は､ 近年､ 外国人労働者が請負の形態で､

製造現場で就労している実態が多く見られるこ

となどを踏まえ､ ｢外国人労働者の雇用・労働

条件に関する指針｣ の改正を提言する報告書を

発表している｡ 具体的には､ ① 請負の場合､

請負業者が自ら雇用労務責任者を選任し､ 注文

主の事業所内での就労について必要に応じ注文

主である事業主に相談し､ 協力を得ながら雇用

労務管理を行なうこと､ 注文主も必要に応じて

協力､ 配慮することを指針に明記すること､

② 事業主が遵守すべき法令として社会保険関

係法令を追加することなどを求めている｡ この

ほか､ 事業主に対して､ 雇用管理アドバイザー

制度の活用や雇用管理のノウハウを提供するこ

と､ 外国人労働者に対しては情報提供の充実､

若年日系人に対しては不就労対策を提言してい

る｡ また､ 雇用管理以外の問題として､ ① 不

就学､ 不就労の外国人子弟の教育問題､ ② 外

国人子弟の非行等､ ③ 地域社会での摩擦の問

題も指摘されている｡(29)

５ 外務省の海外交流審議会答申 ｢変化する世

界における領事改革と外国人問題への新たな

取組み｣ (平成16年10月)

外務省の海外交流審議会答申では､ ｢外国人

労働者受入れについての従来の方針は､ これを

基本的に維持するとしても､ 現状の分析や社会

のニーズをふまえた上で､ いわゆる単純労働者

の受入れについてはどのように対応するか (た

とえば､ 分野ごとに一定限度内で秩序ある導入の方

途を考えることについての是非) 等について十分

な議論を行い､ 長期的に適応できるような国民

的合意の形成を図る｣ とし､ ｢専門的､ 技術的

分野の人材の受入れには積極的に取り組む｡ 交

渉の結果､ たとえば看護師､ 介護士等新たな分

野での受入れを行う場合には､ 不法就労､ 不法

滞在その他犯罪の防止等に留意し､ 国内で新た

な問題を生むことがないよう､ 受入態勢につい

て万全の準備を行なう｣ 等の提言を行なってい

る｡(30)
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６ 法務省 ｢第３次出入国管理基本計画｣

(平成17年３月29日)

法務省は､ 今後５年間の外国人の入国､ 在留

管理の指針を示す ｢第３次出入国管理基本計画｣

を策定した｡ 非熟練労働者の受け入れについて

は､ 平成４年の第１次計画､ 平成12年の第２次

計画とも ｢慎重に検討していく｣ としていたが､

今回､ 少子化の進行などを踏まえ､ 生産年齢人

口の減少の中で､ 我が国経済の活力および国民

生活の水準を維持する必要性､ 国民の意識及び

我が国の経済社会の状況等を勘案しつつ､ 現在

では専門的､ 技術的分野に該当するとは評価さ

れていない分野における外国人労働者の受け入

れについて ｢着実に検討していく｣ との方針を

打ち出している｡ その際には､ 新たに受け入れ

を検討すべき産業分野や日本語能力など受け入

れ要件を検討するだけでなく､ その受け入れが､

我が国の産業及び国民生活に与える正負両面の

影響を十分勘案する必要があり､ その中には例

えば国内の治安に与える影響､ 国内労働市場に

与える影響､ 産業の発展・構造転換に与える影

響､ 社会的コスト等多様な観点が含まれるとし

て検討の必要性を示唆している｡(31)

高齢化が進行する中で必要とされる介護労働

者については､ EPA (経済連携協定) に基づく

受け入れの状況を見極め､ また､ この分野が日

本人の雇用創出分野に位置づけられていること

も踏まえつつ､ その受け入れの可否､ 受け入れ

る場合の方策について検討していくとしており､

現在専門的・技術的分野に限定している外国人

労働者について､ 介護分野への拡大を検討する

ことにしている｡ 1989年の入管法の改正以来の

外国人労働者受け入れの基本方針の転換として

注目されている｡ また､ 現在は最長３年とされ

ている在留期間の伸長や､ 永住許可要件の緩和

と明確化・透明化についても検討していくとし

ている｡(32)

７ 社会経済生産性本部 ｢外国人労働者対策に

関する提言｣ (平成17年６月15日)

社会経済生産性本部の雇用政策特別委員会の

外国人労働者問題に関する基本的視点は､

① 人口減少社会のもとでは､ 経済成長が望め

ない中で､ 当面は厳しい雇用環境が続くこと､

② アジア諸国から日本への送り出し圧力は非

常に高いこと､ ③ 単純労働分野への外国人労

働者の受け入れは今後とも慎重に検討すべきこ

と､ ④ 外国人労働者問題は国家のグランドデ

ザインを描くという認識に立ち､ 官民あげて十

分な検討を行うべきということである(33)｡

提言においては､ 就労目的の在留資格者及び

定住者を対象として外国人労働者を行政サービ

スの対象として把握し､ 支援に活用し､ 様々な

メリットを設けるための制度として､ ｢外国人

労働者手帳 (カード)｣ (仮称) 構想を提案してい

る｡ この手帳には､ ①外国人登録証明書のデー

タ､ ② 雇用主と所在地､ 業種等､ ③ 賃金・労

働時間等労働条件､ ④ 労働・社会保険の加入

状況､ ⑤ 現住所・緊急連絡先､ ⑥ 全国各地の

就労・生活相談窓口等が記載される｡ 手帳交付

のメリットとして､ ① ハローワークなどでの

職業相談・紹介の優先的受付､ ② 雇用・労働

関係の無料法律相談や訴訟などに対する公的援

助､ ③ 滞在に関わるいろいろな生活相談の無

料かつ優先的受付､ ④ 公的住宅などの優先入

居ないし援助等が掲げられている｡(34)

また､ 外国人研修・技能実習制度については､

一部で悪用する事業者があることは事実としな

がらも､ ① 研修生には技能の確実な習得と合
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法的就労を支援すること､ ② 事業主には労働

力不足分野での確実な労働力の確保となること､

③ 国には国際的な技術・技能移転による国際

協力となり､ 帰国担保があることなど､ メリッ

トのある制度であるとして､ 受け入れ職種の拡

大､ 同一職種における再研修・再実習制度の創

設､ 労働力需給調整制度としての見直しを提言

している｡(35)

８ 経済産業省 『通商白書 2005』

(平成17年７月刊行)

経済産業省の 『通商白書 2005』 は､ 外国人

の受け入れにあたって､ 以下の論点を提起して

いる｡(36)

① 世界的な高度人材獲得競争への対応のため､

在留資格要件の緩和､ 在留期間の延長､ 手続

の簡素化等の取組､ 外国人へのキャリアパス

の提示等の高度人材の処遇改善､ 高度人材予

備軍としての留学生に対する住環境面等での

支援､ 就学､ 生活､ 心理上の問題に対する相

談体制の充実､ 卒業後のフォローアップ体制

の充実

② 専門的・技術的分野の外国人労働者につい

ては､ 積極的に受け入れるとの基本方針を維

持しつつ､ 社会経済の変化を踏まえ､ 現在で

は専門的､ 技術的分野に該当するとは評価さ

れていない分野における外国人労働者の受け

入れについて着実に検討していくことが必要

③ 外国人研修・技能実習制度の運用の適正化

及び見直し

④ 外国人労働者の就労状態､ 居住状態､ 社会

保険の加入状況､ 子供の就学状況等を的確に

把握するための入国後のチェック体制の強化

⑤ 日本語能力の資格要件化及び検定試験制度

の充実､ 外国における日本語教育の振興

⑥ 不法就労についての取り締まりの強化､ 入

国要件の審査の厳格化

また､ 生活環境面では､ ① 外国人労働者に

対する社会保障制度の在り方の検討､ ② 外国

人労働者に対する生活支援制度の構築､ ③ 外

国人の子弟に対する教育支援体制の充実､

④ 留学生､ 就学生に対する生活面での支援制

度の充実を挙げている｡

９ 全日本金属産業労働組合協議会 ｢外国人労

働者受け入れの新たな問題に関する考え方｣

(平成18年４月)

全日本金属産業労働組合協議会 (金属労協)

は､ 外国人労働者問題の検討に際しては､ 外国

人労働者の拡大による労働コストの引き下げが

産業の高度化に対する動機を弱め､ むしろ国際

競争力の弱体化を招きかねないことに留意して

いる｡ また､ 外国人が就労する ｢日本人の就き

たがらない｣ 現場における賃金・労働条件､ 職

場環境の実態､ 従業員に対する適正な配分の成

否､ さらには産業・企業間の配分構造などにつ

いて明らかにし､ 精査すべきであるとする｡ 個

別的な課題への対応として､ まず､ 外国人労働

者に対する法による保護の強化､ 社会保障制度

への加入促進､ 各種行政サービスの利用の促進

などを図るため､ 例えば ｢外国人労働者手帳｣

制度の創設など具体的な施策について､ 検討を

進めていくべきとしている｡(37)

専門的・技術的分野の労働者については､ 今

後とも積極的な受け入れを行なっていくことが

基本であるが､ ｢興業｣ のように本来の趣旨と

は異なる運用がなされているものについては､

厳正に対処すべきとする｡ 専門的・技術的とは

みなされない分野については､ 外国人労働力の

供給によって､ 該当する業種・職種の賃金は他
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の業種・職種に比べて相対的に低下することに

なり､ ますます日本人の確保が困難になること､

医療､ 住宅､ 教育､ 治安などの社会的コストの

増大を招くこと､ 職場環境の改善や産業の高度

化を阻害する要因となることなどから､ 慎重に

対処すべきであると主張する｡(38)

日系人労働者については､ 帰国を前提とせず､

むしろ日本での定着を想定して受け入れ体制を

整備し､ 日本語教育や子女教育の徹底､ 住宅の

確保などの施策を強化すべきとする｡ また､ 低

賃金､ 長時間労働､ 過酷な職場環境などが指摘

されている偽装請負については､ 直接雇用への

切り替えを促進していくべきとする｡ 外国人研

修生・技能実習生については､ 我が国の技術・

技能を発展途上国に移転し､ 人づくりに寄与す

るという本来の趣旨が機能するよう､ 制度整備､

運用の改善を図るべきとする｡(39)

10 外国人労働者問題に関するプロジェクトチー

ム ｢外国人労働者の受入れを巡る考え方のと

りまとめ｣ (平成18年６月22日)

外国人労働者問題に関する政府の副大臣プロ

ジェクトチームの副大臣会議への報告では､

｢専門的・技術的分野｣ のうち､ 特に優秀な高

度人材である経営学修士 (MBA) 取得者につい

ては､ ｢投資・経営｣ の実務経験年数要件を緩

和し､ ソフト開発等に従事するコンテンツ人材

については､ 実績に応じた認定要件の見直しの

検討を求めた｡ 熟練技能者や介護福祉士等資格

者の受け入れ方策については､ さらに検討を重

ねることが必要とした｡ 単純労働者については､

今後も受け入れを認めないとの基本方針を堅持

すべきとした｡(40)

11 ｢経済財政運営と構造改革に関する基本方

針2006｣ (平成18年７月７日閣議決定)

基本方針では､ 外国人留学生制度の充実を図

るとともに､ 我が国とアジア等の若者レベルの人

材交流を深めること､ 優れた外国人研究者・技

術者等の高度人材の受け入れ拡大に加え､ 現在

専門的・技術的と評価されていない分野の受け

入れについて､ その問題点にも留意しつつ検討す

ること､ 研修・技能実習制度の見直し､ 在留管

理の強化を図ることが基本方針とされている｡(41)

12 自由民主党外国人労働者等特別委員会

｢外国人労働者に関する方針について｣

(平成18年７月18日)

自由民主党外国人労働者等特別委員会は､ 専

門的・技術的に優秀な人材を海外から受け入れ

る一方､ いわゆる単純労働者の受け入れについ

ては今後とも十分慎重に対応することを基本と

する方針を発表している｡ 外国の高度人材に対

しては､ 在留期間の延長､ 就労制限の緩和策を

検討し､ 留学生には企業でのインターンシップ

の拡充や卒業後の就職活動のための在留期間の

延長を認め､ 我が国の国家資格を取得した外国

人介護福祉士の就労を可能とする在留資格の整

備等を検討する｡ また､ 外国人労働者の研修・

技能実習期間を３年から５年に延長することや､

日系人の在留資格の更新に日本語能力､ 子弟の

就学状況を含む生活能力､ 社会保険への加入等

を加える｡ さらに､ 外国人の在留状況を的確に

把握できるように､ 外国人の在留管理に必要な

情報のデーターベースの構築や在留カードの活

用を提案している｡ このほか､ 公立学校におけ

る外国人子弟への日本語教育の充実､ 外国人労
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� ｢経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006について｣ p.11.

経済財政諮問会議ホームページ ＜http://www.keizai-shimon.go.jp/cabinet/2006/dicision060707.pdf＞



働者問題に取り組む関係省庁の総合調整体制の

整備を挙げている｡(42)

13 規制改革・民間開放推進会議 ｢規制改革・

民間開放の推進のための重点事項に関する中

間答申｣ (平成18年７月31日)

規制改革・民間開放推進会議は､ 標記の中間

答申において､ 在留外国人の入国後のチェック

体制の強化を確実なものとする一方で､ 当面受

け入れを促進すべき高度人材に係る範囲・要件・

手続の緩和等について示しながら､ 今後受け入

れ範囲を拡大すべき分野を提示するとしている｡

また､ 現在は専門的・技術的分野と評価されて

いない分野における外国人労働者の受け入れに

ついても､ 継続して検討を行なっていくとして

いる｡(43)

おわりに―今後の検討課題

外国人労働者政策については､ 上記の各種報

告書､ 提言等を含め､ 各界や学識経験者等から

さまざまな有益な提言や意見が出されている(44)｡

それらをまとめると､ 以下の通りとなる｡

第１に､ 外国人労働者の保護のために､ 雇入

れ時の在留資格の確認義務の創設､ ｢外国人雇

用状況報告｣ の義務化､ ｢外国人雇用データー

ベース｣ の設置､ ｢外国人労働者雇用・労働条

件に関する指針｣ の法制化､ 外国人労働者の権

利保護のためのオンブズマンの設置等を内容と

する ｢外国人雇用法｣ の検討を望む声が強い｡

第２に､ 現在の外国人登録制度は､ 一旦登録

した後の管理が厳格でなく､ 転職に伴う転居後

の変更登録が行なわれないことが多い｡ そのた

め､ 医療､ 福祉､ 子供の教育等の行政サービス

を受けにくくなるとともに､ 税金や社会保険料

の徴収も困難になっている｡ 転出の届出制を設

け､ 外国人登録の内容と居住実態の不整合を防

止することを求める意見が出ている｡ これに関

して､ 法務省は､ 外国人が入国管理局で新たに

在留許可を申請したり､ 在留延長したりするの

に合わせて氏名､ 国籍､ 生年月日､ 旅券情報､

在留資格､ 住所､ 就労・通学先等を明記した在

留カードを発行し､ カードの有無で不法滞在を

見分ける方向で検討している｡

第３に､ 医療保険については､ 加入しなけれ

ば査証を発給されないなどの措置をとることに

より､ 加入を強制することも地方自治体や地域

の住民に負担がしわ寄せされないようにするた

めには必要となる｡ 外国人を対象とした医療保

険制度の創設の検討を必要とする意見も強い｡

第４に､ 査証発給は外務省､ 入国管理は法務

省､ 医療・福祉・雇用は厚生労働省､ 犯罪関連

は警察庁､ 外国人登録は自治体というように､

現在の外国人政策は､ 各官庁それぞれにおいて

行なわれているため､ 統一性や展望を欠いてい

る｡ この視点から､ 政府内に外国人の受け入れ

政策の立案や実施にあたる施策を行なう ｢外国
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� 規制改革・民間開放推進会議 ｢規制改革・民間開放の推進のための重点事項に関する中間答申｣ pp.27-32.
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人庁｣ の設置を要望する意見が出ている｡

第５に､ 人手不足の解消と人件費コストの削

減という外国人雇用のメリットは､ 外国人を雇

用した企業が得るので､ 当該企業に社会的コス

トの負担を求めるため､ 事業主が外国人を一人

雇用するごとに一定の税金を払う ｢外国人雇用

税｣ の創設や､ 外国人労働者が当該企業の労働

者に占める割合に上限を設ける制度である ｢外

国人雇用限度率制度｣ の導入を要望する見解も

ある｡

次に､ 外国人労働者を５つのカテゴリーに大

別して､ 検討すべきポイントをとりまとめておく｡

� 専門的､ 技術的分野の外国人労働者

この分野については､ この数年､ 人数に伸び

悩みがみられ､ とりわけ I T分野等では､ 人材

獲得競争も激しい｡ そのため､ 在留期間の延長

や就労制限の緩和が求められている｡ また､ 高

度な技能を持つ人材の定住促進に向け､ 在留年

数を延長し､ 一定の期間を経たあとに永住権を

与える ｢日本版グリーンカード｣ の創設に向け

ての検討を必要とする意見がある｡

� 日系人､ その配偶者等の定住層

日系人には､ 就労制限がなく､ 長期滞在の傾

向がある｡ 特定の地域に集住する傾向があり､

日本語能力に欠ける人々もいる｡ 派遣や請負で

働き､ 低賃金労働も多い｡ そのため､ 在留資格

の更新に際して日本語能力､ 子弟の就学状況を

含む生活能力を追加し､ 社会保険への加入を条

件とすることも必要とされる｡

� 留学生・就学生

留学生や就学生は､ 本来の在留資格の活動を

阻害しない範囲で､ 資格外活動として就労を許

可される｡ 優秀な留学生に日本で就職してもら

うのは有益であるため､ 日本企業への就職促進

やインターン制度の充実も求められている｡ 奨

学金制度の整備・拡充や授業料の減免制度､ 外

国の大学との単位交換制度等により､ 優秀な学

生を迎えることが求められる｡

� 研修生・技能実習生

研修生や技能実習生は､ 製造業や農林業､ 建

設業などで就労しており､ 低賃金労働の隠れ蓑

になっているとの批判も強い｡ 失踪者も報告さ

れている｡ そのため､ 違法な残業などの受け入

れ組織の不正行為には処分を強めるべきとの意

見も出ている｡ また､ 実習終了後も再度入国を

認め､ さらに２年間の技能実習を可能にすべき

との意見もある｡ 研修・技能実習制度を見直し､

日本語能力を要件に新たな雇用契約を締結して､

受け入れるべきとの意見もある｡

� 不法滞在者

不法滞在者は､ 漸減の傾向にあるが､ 短期査

証での入国者が多い｡ そのため､ 入国審査の厳

格化と違反者の摘発強化が求められている｡ ま

た､ 雇い主への外国人雇用状況報告の義務付け

や､ 不法滞在の留学生や就学生の多い教育機関

での受け入れ規制が求められる｡ 但し､ 不法滞

在者が犯罪をおかすことがあるとしても､ 犯罪

を目的として入国する外国人とは､ 区別して対

応を考えるべきである｡

外国人労働者を受け入れるということは､ 生

身の人間を受け入れるということである｡ 我が

国や受け入れ企業にとって有益であるだけでな

く､ 当該外国人労働者やその送り出し国にとっ

ても有益なものでなければならない｡ 受け入れ

にあたっては､ 適切な労働条件の配慮は当然の

こととして､ 住環境､ 子弟の教育環境､外国人

向け医療施設の整備等を図らなければならない｡

少子高齢化に伴う将来の労働力不足に対応する

ためには､ 女性､ 高齢者､ 中高年失業者､ 障害

者､ フリーター・ニート等の若年者の活用を図

ることが最良であるが､ 外国人労働者の活用も

避けられない｡ 適切な対応が望まれる｡

(やまさき たかし 社会労働調査室)
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